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令和６年４月１日 

三島市長寿政策課地域包括支援係 

地域包括支援センター三島 

北上地区地域包括支援センター 

錦田地区地域包括支援センター 

中郷地区地域包括支援センター 

三島北地区地域包括支援センター 

令和６年４月１２日時点暫定版 
居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受け、

指定介護予防支援を行う場合の取扱いについては未反映です。今後この

マニュアルに反映していくことになりますので御了承ください。 
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第１章 介護予防について 

 

１ 介護予防の定義と意義 （「介護予防マニュアル第４版」より抜粋） 

介護予防とは「要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅らせる）こと、そして要介護状態に

あってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義される。 

介護保険は高齢者の自立支援を目指しており、一方で国民自らの努力についても、介護保険

法第４条（国民の努力及び義務）において「国民は、自ら要介護状態となることを予防する

ため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要

介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サー

ビス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとす

る」と規定されている。また、法第１１５条４５（地域支援事業）において、「可能な限

り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために、地域支援事業

を行うものとする」とされている。介護予防は、高齢者が可能な限り自立した日常生活を送

り続けられるような、地域づくりの視点も重要である。 

 

２ 介護予防が目指すもの （「介護予防マニュアル第４版」より抜粋） 

 介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すも

のではなく、心身機能の改善や環境調整などを通じて、日常生活の活動性を高め、家庭や社

会への参加を促し、それによって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し

て、生活の質（QOL）の向上を目指すものである。 

 

３ 介護予防の基本的視点 

 介護予防の実践においては、高齢者のセルフケア能力の維持・向上を目指すため、介護予

防に関係する専門職には以下の視点を意識した関わりが求められる。 

(１) 高齢者が主体的に取り組むことができるような働きかけを行うこと。 

(２) 高齢者の強みに着目し、生活全体を捉えてアセスメントをすること。 

(３) 高齢者が社会参加等の活動を継続し、その先の個々の楽しみや生きがいを見いだせるよう

な関わりや視点を持つこと。 

 

  



2 

 

第２章 介護予防・日常生活支援総合事業 

 

１ 総合事業とは （「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」より抜粋） 

介護保険法（平成９年法律第123 号。以下「法」という。）第115 条の45 第１項に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。介護保険制度上の市

町村が行う地域支援事業の一つ。）は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住

民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体

制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目

指すものである。 

 要支援者等については、掃除や買い物などの生活行為（以下「ＩＡＤＬ」という。）の

一部が難しくなっているが、排せつ、食事摂取などの身の回りの生活行為（以下「ＡＤ

Ｌ」という。）は自立している者が多い。このような要支援者等の状態を踏まえると、支

援する側とされる側という画一的な関係性ではなく、地域とのつながりを維持しながら、

有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことで、自立意欲の向上につなげていくこと

が期待される。 

そのため、要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、従来予防給付として提供され

ていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護（以下「介護予防訪問介護等」

という。）を、市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限活かし

つつ、介護予防訪問介護等と住民等が参画するような多様なサービスを総合的に提供可能

な仕組みに見直すこととした。 

 

図１ 介護保険制度の全体像（制度改正における新旧対照）  
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２ 三島市の総合事業 

  三島市では、予防給付からのサービスを円滑に移行し、地域全体で多様な主体によるサ

ービス提供を推進していくための環境整備を同時に進めていく必要があるため、総合事業

訪問介護・総合事業通所介護に加え、緩和した基準によるサービス、住民主体による支援

をメニューとする。 

  訪問型サービスの類型としては、①訪問介護（総合事業訪問介護）、②訪問型サービス

Ａ（緩和した基準によるサービス）、③訪問型サービスＢ（住民主体による支援）の３つ

のメニューを実施する。 

  通所型サービスの類型としては当面の間、①通所介護（総合事業通所介護）のみを実施

する。 

  従来の予防事業については一般介護予防事業として総合事業の中で再編成する。 

図２ 三島市の総合事業メニュー 

 

（１） 訪問型サービスの類型 

  ① 訪問介護（総合事業訪問介護） 

  ② 訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

  ③ 訪問型サービスＢ（住民主体による支援） 

 

 

 

 



4 

 

表１ 訪問型サービスの類型  

 

 

表２ 訪問型サービスの類型ごとの利用例 

サービス名称 サービス内容 

①訪問介護 

（総合事業訪問介護） 

標準的な内容の訪問型サービス、生活援助中心４５分以上 

（詳細は表３参照） 

②訪問型サービスＡ 生活支援45分以上 

（詳細は表４参照） 

③訪問型サービスＢ 

(１回ごと単価) 

シルバー人材センター 

事業対象者、要支援1・2、継続利用要介護者：利用料1時間 

300円、月4時間まで 

芙蓉台自治会 

芙蓉台自治会の区域にお住いの事業対象者、要支援1・2、継

続利用要介護者：利用料 ゴミ出し150円/回 その他300円/30

分 別途入会金有 

※ ケアプランに週の回数を定める際は、適切にケアマネジメントを実施し、不必要なサー

ビスを位置づけることの無いよう注意すること。 

※ 市が作成する三島市版介護予防アセスメントマニュアル（資料５）を活用し、身体介護

や家事援助等の必要性によって、利用するサービス等を判断すること。 
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表３ 総合事業訪問介護の支給区分と単位数、対象者 

支給区分 
サービス提

供者 

単位数 
１か月の 

提供可能回数 
対象者 標準的な 

サービス 
生活援助 

ケアプランに

おいて 

１週に 1 回程

度のサービス

が必要とされ

た場合 

有資格者 287単位/回 220単位/回 合計５回まで※ 事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 

ケアプランに

おいて 

１週に 2 回程

度のサービス

が必要とされ

た場合 

有資格者 287単位/回 220単位/回 合計 10回まで※ 事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 

ケアプランに

おいて 

１週に 2 回を

超える程度の

サービスが必

要とされた場

合 

有資格者 287単位/回 220単位/回 月合計 1４回まで※ 

うち、生活援助は週２

程度（月 10回まで）の

提供とし、週 2 回を超

える程度（月 11回以上）

の提供は認めない 

事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 

 

（回数単価で計算した結果、 

3,727単位を超えない場合） 

3,727単位/月 

（回数単価で計算した結果、 

3,727単位を超える場合） 

※１月ごとに「標準的なサービス」と「生活援助」の利用回数を足して月の合計回数を算出

すること 

 

表４ 訪問型サービスＡの支給区分と単位数、対象者 

支給区分 サービス提供者 
単位数 １か月の 

提供可能回数 
対象者 

生活支援 

ケアプランにおいて 

１週に 1 回程度のサービ

スが必要とされた場合 

生活支援サ

ポーター 
200単位/回 合計５回まで 事業対象者 

要支援1 

要支援2 

ケアプランにおいて 

１週に 2 回程度のサービ

スが必要とされた場合 

生活支援サ

ポーター 
200単位/回 合計 10回まで 事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 
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※注１・３）一定の条件 

 ・事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメント、サービス担当者会議により必要と認め

られた人 

 ・必要性が明確になるよう、ケアプラン、サービス担当者会議の記録に記載すること（市

への報告は不要） 

 ・事業対象者のみが対象のため、要支援１の人については、この条件は適応しない 

※注２）一定の条件 

・認知症、精神疾患等がある人や退院直後などで状態の変化が想定される人など、専門職

によるサービスが必要な事業対象者、要支援１・２の人で、介護予防ケアマネジメン

ト、サービス担当者会議により必要と認められた人 

・健康や身体の状況、居住環境や世帯状況などの理由により、週２回の生活援助が必要な

要支援１の人で、介護予防ケアマネジメント、サービス担当者会議により必要と認めら

れた人 

・必要性が明確になるよう、アセスメントシート（資料５マニュアル参照）、ケアプラン、

サービス担当者会議の記録に記載するとともに、三島市に「例外的な総合事業訪問介護

利用申請書」（資料１７）を提出し、決定を受けた上で利用可能となる（第４章９(3)参照） 

・例外的な総合事業訪問介護の利用予定期間は、事業対象者は２年以内、要支援認定者は

認定有効期間として申請する。期間終了後も例外的な総合事業訪問介護の利用を継続す

る場合は、改めて申請が必要となる。 

＜訪問介護（総合事業訪問介護）と訪問型サービスＡの使い分け＞ 

・サービス提供者の別によりサービスを使い分ける。 

・総合事業訪問介護は、有資格者（訪問介護員等）により「標準的な内容の訪問型サービス（身

体介護、身体介護+生活援助）」、「生活援助中心（45 分以上）」を提供する場合に算定す

る。 

・訪問型サービスＡは生活支援サポーター（三島市が指定する生活支援サポーター養成研

修を修了した者）により「生活支援（45分以上）」を提供する場合に算定する。 

・訪問介護（総合事業訪問介護）は、身体介護が必要な人、認知症、精神疾患等がある人や

退院直後などで状態の変化が想定される人などの専門職によるサービスが必要な人を想

定 

・訪問介護（総合事業訪問介護）と訪問型サービスＡのどちらを利用するかは、市が作成す

る三島市版介護予防アセスメントシートを活用した介護予防ケアマネジメントにおいて

決定 

・身体介護、生活援助の両方が必要な人は、訪問介護（総合事業訪問介護）を利用 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

（２） 通所型サービスの類型 

  ① 通所介護（総合事業通所介護） 

表５ 通所型サービスの類型

 

 

表６ 通所型サービス（総合事業通所介護）の対象者・支給区分と単位数 

※）一定の要件 

・三島市版介護予防アセスメントシートに該当した事業対象者のうち、介護予防ケアマネ

ジメント、サービス担当者会議により必要と認められた人 

・必要性が明確になるよう、アセスメントシート、ケアプラン、サービス担当者会議の記

録に記載するとともに、三島市に事業対象者の総合事業通所介護利用回数増加申請書

（資料１７）を提出し、決定を受けた上で、事業対象者が要支援２の人と同単位の算定

が可能となる（第４章９(３)、資料５参照）。 

・事業対象者の総合事業通所介護利用回数増加予定期間は、２年以内として申請する。期

間終了後も利用回数の増加を継続する場合には、改めて申請が必要となる。 

・要支援１の人については、この条件は適応しない。 

 

 

 

支給区分 対象者 単位数 

週 1回程度の利用 
事業対象者 

要支援１ 

1回あたり 436単位 

1月あたり 
（１月の利用回数が 5 回以上の
場合） 

1,798単位 

週２回程度の利用 

要支援２ 

事業対象者※ 

（※一定要件有） 

1回あたり 447単位 

1月あたり 
（１月の利用回数が 9 回以上の
場合） 

3,621単位 
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第３章 介護予防支援と介護予防ケアマネジメント 

 

１ 介護予防支援と介護予防ケアマネジメント 

  訪問型サービス・通所型サービス以外の介護保険サービスを利用する場合は、引き続き

要支援認定を受けたうえで、「介護予防支援」により予防給付によるサービス提供を受け

る。 

予防給付によるサービスと同時に総合事業を利用する場合にあっては、「介護予防支

援」の中で総合事業によるサービスを位置づけていく。 

  総合事業のみを利用する場合にあっては「介護予防ケアマネジメント」の実施となる。 

 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの流れについては、（資料１）参照。 

表７ 介護予防ケアマネジメントと介護予防支援 

マネジメント種別 介護予防ケアマネジメント 介護予防支援 

サービス種別 総合事業 予防給付 

サービス内容 総合事業訪問介護 

訪問型サービスＡ 

訪問型サービスＢ 

総合事業通所介護 

介護予防通所リハビリテーション 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防訪問看護 

介護予防居宅療養管理指導 

介護予防福祉用具貸与 

特定介護予防福祉用具購入費支給 

介護予防住宅改修費支給 

介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

※予防給付サービスに総合事業サービスを含む場合は、介護予防支援の実施となる。 

 一部例外があるため、詳細は資料２０を参照 

 

２ 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの実施主体 

  利用者本人が居住する住所地の地域包括支援センターにおいて実施する。 

  介護予防支援と介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターに配置されている３

職種（保健師等、社会福祉士、主任介護支援専門員）のほか、介護支援専門員等の指定介

護予防支援業務及び第1号介護予防支援事業を行っている職員により実施することがで

き、これらの職員が相互に協働しながら行うものである。 

しかし、包括的支援事業全体の円滑な実施を考えた上で、地域包括支援センターが業務
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の一部を指定居宅介護支援事業所に委託し、当該事業所の介護支援専門員によって実施

することも可能である。ただしケアマネジメントＣにあたっては、地域包括支援センタ

ーが実施し、委託は行わないものとする。 

   介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、地域包括支援センターの実施件数、

指定居宅介護支援事業所の受託件数の制限は設けておらず、居宅介護支援費の逓減制に

は含めていないが、居宅介護予防支援及び居宅介護支援に支障のないようにされたい。 

 

３ 介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの類型 

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントのプロセスについては、利用者の状況や、

基本チェックリストの結果、本人の希望するサービス等を踏まえて、従来からの原則的

なケアマネジメントのプロセスに沿った上で、典型例として以下のような類型を想定し

ている。利用者の状況に応じて実施するものとする。 

(１） 介護予防支援 

アセスメント（課題分析）によってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経

て決定する。利用するサービスに予防給付が含まれる場合は介護予防支援となる。利用

者との面接によるモニタリングについては、少なくとも３か月に１回行い、利用者の状

況に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとっておく。 

(２) ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント） 

地域包括支援センターが、予防給付に対する介護予防支援と同様に、アセスメント

（課題分析）によってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定する。 

(３) ケアマネジメントＢ（簡略化した介護予防ケアマネジメント） 

アセスメント（課題分析）からケアプラン原案作成までは、ケアマネジメントＡ（原

則的な介護予防ケアマネジメント）と同様に実施しつつ、サービス担当者会議を省略し

たケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及

びケアプランの変更等を行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施する。 

令和６年４月から廃止。訪問型サービスＡを利用する場合はケアマネジメントＡ（原

則的な介護予防ケアマネジメント）として扱う。 

(４) ケアマネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主

体のサービス等を利用する場合に実施する。 

初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケアマネジメ

ントの結果（「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題の解決への具

体的対策」「目標を達成するための取組」等を記載）を利用者に説明し理解を得た上

で、利用者自身のセルフマネジメントによって、住民主体の支援の利用等を継続する。

その後は、地域包括支援センターによるモニタリングは行わない。利用者の状態の悪化
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や、利用者からの相談があった場合に、地域包括支援センターによる再アセスメント、

介護予防ケアマネジメント等に移行する。 

表８ 類型と単価 

 

 

 

 

 

 

表９ 具体的な介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの類型の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防

止措置未実施

地域包括支援センター
が行う場合

442 438 300 300 10.21

指定居宅介護支援事業者
が行う場合

472 467 ― 300 10.21

442 438 300 300 10.21

200 300 10.21

206 204 ― 300 10.21

単 位

委託連携
加算

初回加算 地域単価

基本報酬

介護予防
支援

 

ケアマネジメントA

ケアマネジメントB

ケアマネジメントC

ケアマネジメント
プロセス

ケアマネジメント
類型

ケアマネジメント
内容・報酬

サービス開始月 翌月以降

サービス担当者会議 ○ 必要時・更新時

モニタリング等　※１ ― 毎月状況確認・３か月ごと訪問（６か月評価）※２

ケアプラン報酬
基本報酬A＋初回加算
＋委託連携加算

月々基本報酬

サービス担当者会議 ○ 必要時・更新時

モニタリング等　※１ ―
毎月状況確認・３か月ごと訪問（６か月評価
栄養改善加算・口腔機能向上加算・一体的サー
ビス提供加算がある場合は３か月ごと評価）※２

ケアプラン報酬
基本報酬A＋初回加算
＋委託連携加算

月々基本報酬

サービス担当者会議 ― 必要時

モニタリング等 ― 毎月実績確認・6か月毎に訪問（６か月評価）

ケアプラン報酬 基本報酬B＋初回加算 月々基本報酬

サービス担当者会議 × ×

モニタリング等 × ×

ケアプラン報酬 基本報酬C＋初回加算 初回のみ報酬

サービス担当者会議 × ×

モニタリング等 × ×

ケアプラン報酬 基本報酬C＋初回加算 初回のみ報酬

サービス担当者会議 × ×

モニタリング等 × ×

ケアプラン報酬 基本報酬C＋初回加算 初回のみ報酬

サービス担当者会議 ○　廃棄物対策課と初回面接 ×

モニタリング等 × ×

ケアプラン報酬 基本報酬C＋初回加算 初回のみ報酬

　原則的な
ケアマネジメント

簡略化した
ケアマネジメント

初回のみの
ケアマネジメント

サービス種別

一人暮らし高齢者等
給食サービス

介護予防支援・
ケアマネジメントA

ケアマネジメントB

ケアマネジメントC
と各種サービスの

利用申請書

　・総合事業訪問介護
　・訪問型サービスA

通所介護
（総合事業通所介護）

訪問型サービスA

訪問型サービスB

短期生活援助

ふれあいさわやか回収

高
齢
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス

総
合
事
業
サ
ー

ビ
ス
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※ ケアマネジメント類型については、Ａ・Ｂ・Ｃの順番で優先する。例えば、ケアマネジ

メントＢにより訪問型サービスＡだけを利用していた人が、新たに総合事業通所介護を利

用する場合はケアマネジメントＡを実施することとなり、サービス担当者会議を実施する

必要がある。（資料２５参照） 

※ 総合事業以外の予防給付サービス利用の場合は原則的なケアマネジメントとする。 

※１ モニタリングにあたっては、利用者及びその家族、主治の医師、指定介護予防サービ

ス事業所等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り次に定めるとおり行う

こととする。 

（1）少なくとも３か月に１回利用者に面接しモニタリングを行わなければならない。ただし

以下（ア）（イ）いずれにも該当する場合であって、かつ、３か月ごとの期間（以下この

(1)において単に「期間」という）について、少なくとも２期間に１回、利用者の居宅を

訪問し、利用者に面接する場合には、利用者の居宅を訪問しない期間においては、テレ

ビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。（※２） 

（ア） テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意

を得ている。 

（イ）サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医等、担当者その他

の関係者の同意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状態が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

ｃ 担当ケアマネジャーが、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握で

きない情報についてサービス事業所の担当者から提供を受けること。 

（2）サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があった時においては、

利用者の居宅に訪問し利用者に面接する。 

（3）利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り指定介護予防支援通所リハビリテ

ーション事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努める。また、面接で

きない場合は電話等により利用者との連絡を実施する。 

（4）少なくとも 1か月に 1回、モニタリングの結果を記録する。 
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第４章 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントによるサービス利用の流れ 

 

１ 総合事業サービスの対象者の要件 

  総合事業サービスの対象者は第１号被保険者（６５歳以上）のうち、要支援１・２の認

定を受けている人及び基本チェックリスト該当者となる。（住民主体による訪問型サービ

スＢのみ、継続利用要介護者を含む） 

   ただし、基本チェックリスト該当者の総合事業利用にあたっては、三島市版介護予防ア

セスメントシートを活用したうえで介護予防ケアマネジメントに基づいて利用することと

なる。 

  第２号被保険者（６５歳未満）の人は、要支援１・２の認定を受けている人のみ総合事

業の利用は可能となる。 

 

２ 相談から介護予防支援・介護予防ケアマネジメントまでの流れ 

(1) 新規申請の場合 

  三島市においては、主治医意見書による医療情報及び認定審査による意見等に基づく適

切なサービスをケアプランに位置づけることができるよう、新規申請については一部例外

（ケアマネジメントCのサービス利用希望者）を除き、基本的に認定申請につなげる。 

新規申請により非該当となった場合でも、基本チェックリストに該当し、介護予防ケア

マネジメントにより必要と認められた場合は、総合事業を利用することができる。ただ

し、要支援より軽度の人まで対象にすることは想定していない。三島市版介護予防アセス

メントシートを活用したうえで、基本チェックリストに当たる項目についても再度確認

し、適切なサービスの利用について検討されるものとする。 

(2) 更新申請の場合 

  既にケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーが利用中のサービス内容を要支援者

とともに確認する。総合事業のサービスのみ利用の場合、基本チェックリストの基準に該

当していれば更新申請の必要はない。総合事業のサービスのみを利用する場合は基本チェ

ックリストを実施し、基準に該当するか確認する。基準に該当した場合、三島市版介護予

防アセスメントシートを活用し、総合事業サービスの種類や回数についてアセスメントを

実施する。 

利用者に希望するサービスを聞き取るとともに、総合事業の目的や内容、手続き等につ

いて説明する。（説明内容については（３）を参照） 

利用者が予防給付や介護給付によるサービスを利用している場合や、状態の変化により

要介護認定が必要な場合、ケアマネジメントC対象サービスのみの利用で介護認定申請を

経ずに事業対象者になったが、総合事業サービス指定事業者が提供するサービスや予防給

付又は介護給付によるサービスの利用が必要な場合、要介護認定申請の案内を行う。 

基本チェックリストに該当しない場合は、一般介護予防事業等につなげるなど、自立に

向けた支援を実施していく。 
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(3) 総合事業の説明 

  総合事業に関する高齢者の相談先として、新規申請対象者の場合は三島市役所、地域包

括支援センター、居宅介護支援事業所が想定される。 

  更新申請対象者など、既に担当ケアマネジャーがいる場合は、対象者の意向や状態等を

把握したうえで、対象者に目的、内容、手続き等について十分な説明を行う。説明内容に

ついては、下記を参照にされたい。 

＜総合事業の説明＞ 

 ① 更新申請の場合、認定申請を省略して基本チェックリストを用いて事業対象者とし、

サービスの利用が可能であること。 

 ② 事業対象者となった後や、総合事業のサービス利用開始後も必要な時は認定申請が可

能であること。 

 ③ 心身の状況に応じ、市が定める多様なサービスの利用が可能であること。 

 ④ 介護予防ケアマネジメントによる自立支援に向けたサービスを利用することで、要支 

援状態等からの自立の促進や重度化予防の推進を図る事業であること。 

 ⑤ 本人が目標を立て、その達成に向けてサービスを利用しながら一定期間取り組んだう 

えで、目標達成の後は、より自立へ向けた次のステップに移っていくこと。 

 

表１０ 要支援者と事業対象者の違い 

認定状態区分 利用できるサービス 

要支援２ ・予防給付のみ 

・予防給付と総合事業のサービス 

・総合事業のサービスのみ 

   いずれのパターンも利用可能 

要支援１ 

事業対象者 総合事業のサービスのみ（予防給付の利用はできない） 

 ※事業対象者になった場合の特徴 

・事業対象者には有効期間の設定はない。適切なアセスメントの結果、利用者の状況を踏

まえた介護予防ケアマネジメントにより、総合事業サービスを利用することができる。 

・事業対象者の届出日以降サービス利用が可能になる。遡りはできないので注意。 

 

３ 基本チェックリストの実施 

  基本チェックリストの様式については、三島市の様式（資料２）を使用し、三島市（事

業対象者として登録する場合のみ）、管轄の地域包括支援センター、本人にそれぞれ１部

ずつ提出する。三島市が配布する３部複写の様式を活用するほか、三島市ホームページか

らダウンロードして使用することも可能。 

  基本チェックリストの実施にあたっては、資料３の「基本チェックリストについての考

え方」を基本とする。 
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４ 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書の提出 

 介護予防サービス計画作成若しくは介護予防ケアマネジメントを実施する事業所等が決

まり次第、資料６の「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書」

（三島市ホームページからダウンロード可能）に介護保険被保険者証、基本チェックリス

ト（事業対象者として登録する場合のみ）を添え、地域包括支援センター職員が速やかに

三島市に届け出する。 

また、転居等により地域包括支援センターまたは介護予防支援・介護予防ケアマネジメ

ントを受託する居宅介護支援事業所を変更する時は、変更年月日を記入のうえ、三島市に

届け出する。 

 住所地特例対象者は、施設の住所地の市町村の窓口に提出する。 

 届け出の時期については表１１を参照のうえ、遅滞のないよう提出する。 

 

  表１１ 居宅の届け出の時期 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 認定資料開示 

認定資料の開示は、居宅の届け出の実施後に開示依頼が可能となる。開示依頼書は資料

７を使用する。委託先居宅介護支援事業所が開示をする場合は資料８の添付書類に担当地

区地域包括支援センター印を得て開示請求する。非該当及び変更申請が認められなかった

場合は、本人または家族以外の開示はできない。しかし、非該当の判定を受けて事業対象

者としてサービスを利用する場合は、地域包括支援センターまたは委託を受けた居宅介護

支援事業所が上記書類を提出する事で開示をすることができる。 

 

 

介護保険課

介護保険係

長寿政策課

いきがい推進係

要介護
↓

要支援
○ ×

ケアマネジメント実施機関が居宅介護支援事業所から地域包括支援セン
ターに変更になるため。

要支援
↓

要支援
× × ケアマネジメント実施機関に変更がないため。

要介護
↓

事業対象者
× ○

要支援
↓

事業対象者
× ○

事業対象者
↓

要介護
○ ×

ケアマネジメント実施機関が地域包括支援センターから居宅介護支援事業
所に変更になるため。

事業対象者
↓

要支援
× × ケアマネジメント実施機関に変更がないため。

提出先
理由区分

基本チェックリストと介護予防ケアマネジメント依頼届出書の提出により、事
業対象者として登録されるため。
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６ 三島市版介護予防アセスメントシートの活用 

  利用者の自宅に訪問して本人との面接による聴き取り等を通じてケアマネジメントを行

う。その際、三島市で定めた「三島市版介護予防アセスメントシート」（資料４）を活用

し、三島市版介護予防アセスメントマニュアル（資料５）を参考に総合事業サービスの内

容と量について検討する。アセスメントシートについては、三島市が配布する３部複写の

様式を活用するほか、三島市ホームページからダウンロードして使用することも可能。 

 

７ 介護予防ケアプラン作成 

(1) ケアプランの書式 

  介護予防ケアマネジメントにおいて使用する様式は、利用者基本情報（資料９）とケア

マネジメントＡ、ケアマネジメントＢについては介護予防サービス・支援計画表（資料１

０）とする。記入例（資料１２）を参考に、利用者に対して抽出した課題を丁寧に説明

し、利用者及び家族の同意を得る。 

ただし、ケアマネジメントＣにおけるケアマネジメントにおいて使用する様式は、項目

を簡略化した「介護予防サービス・支援計画書」(資料１１)とする。 

(2) ケアプラン作成上の注意点 

①  介護予防ケアマネジメントについては、並行して認定申請をしている場合も想定され

る。事業対象者の場合、「要介護１以上」の認定がなされた場合には、介護給付の利用

を開始するまでの間、総合事業サービスによるサービスの利用を継続することができ

る。なお、要介護認定のいわゆる暫定ケアプランによる介護給付サービスを利用してい

る場合は、並行して総合事業サービスを利用することはできない。 

認定申請と総合事業サービスの利用を並行して受け付け、要介護認定を受けた後、同

月の途中で総合事業サービスから介護給付サービスの利用に変更した場合は、同月末の

時点で居宅介護支援を行っている事業者が、居宅介護支援費を請求することができる。

限度額管理の必要なサービスの利用については、認定結果に基づいて、月末の時点でケ

アマネジメントを行っている居宅介護支援事業者が、地域包括支援センター等と連絡を

とり、給付管理を行う。 

② 総合事業サービスは、ケアプランの自己作成に基づく利用はできない。 

  ③  介護予防支援・介護予防ケアマネジメントにおいては、利用者及びその家族の秘密が

第三者に漏れることのないよう、必要な措置を講じる。 

④ 介護予防ケアマネジメントも、自立支援に資するものとして行うものである。この支

援の一つとして、総合事業のサービス利用者についても地域ケア会議の検討ケースとし

て選定し、多職種連携による介護予防ケアマネジメント支援も積極的に進めていくこと

が望ましい。 

⑤ 介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、地域包括支援センターに加え、利用

者本人・家族、総合事業サービスの実施運営主体、地域で活動する住民主体の支援者も

含めて、関わる者全てが総合事業における介護予防の考えを共有する必要がある。 



16 

 

その中で、特に、ケアマネジメントＣでは、そのプロセスの一部を本人や家族、主な

利用先と想定される訪問型サービスBを運営する住民主体が、担うことになり、利用者

のセルフマネジメントを側面から支援する一員として、地域包括支援センター職員等専

門職とともに、ケアマネジメント結果等が共有されていることが必要である。 

その時点で、地域包括支援センターの個人への関わりは一旦終了するが、その後も本

人の状況が変化したときや、困りごとができた時には、安心して相談できる体制を確保

しておく。そのためにも、本人及び家族へ介護予防におけるセルフマネジメントの重要

性について時間をかけて伝え、本人・家族との信頼関係を築いていくことが重要である。 

 ⑥ 介護予防支援において、利用者が医療系サービスを希望している場合は、あらかじめ

利用者の同意を得て主治医等の意見を求めるとともに、主治医等とより円滑な連携に資

するよう、この意見を踏まえて作成したケアプランについては、資料２３を添付し主治

医等に交付する。 

 

８ サービス担当者会議・モニタリング・評価 

  サービス担当者会議、モニタリング、評価の実施や時期については、表９を基本とし、

利用者の意向も踏まえながら、目標の設定や達成に向けた取り組みに合わせ、実施間隔等

を検討し、ケアプランを作成する。 

  サービス担当者会議については、ケアマネジメントＡ、Ｂにおいて実施する。ケアマネ

ジメントＢにおいては、サービス担当者会議を省略する場合も想定しているが、また、ケ

アプランの変更を行った時は、利用者、サービス実施者ともその内容を共有すること。が

必要である。（記入例 資料１３・１５参照） 

  訪問型サービス事業者等からの報告やモニタリングにより把握した、利用者の口腔に関

する問題や服薬状況、その他主治医や歯科医師、薬剤師の助言が必要と判断された利用者

の状況について、主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行う。 

 

９ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントにおける書類の提出 

（１）ケアプランの提出 

     介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業所のケアマ

ネジャーは、利用者基本情報、介護予防サービス・支援計画表（ケアプラン）、基

本チェックリストを担当の地域包括支援センターに提出する。（表１２参照） 

地域包括支援センターはケアプランを確認し、必要に応じて意見欄に利用者へのコ

メントを記載する。プラン作成及び記入上の注意点（資料１６）参照。 

医療系サービスを利用するため主治医等に意見を得た場合は、その意見を踏まえて

作成したケアプランについて、資料２３を添付し主治医等に交付する。 

（２）評価表の提出 

表９に記載する評価期間を参考に、評価表（資料１４）を提出し、地域包括支援セ

ンターによる確認を得る。 

（３）例外的な総合事業訪問介護利用申請 

総合事業訪問介護（例外申請）のサービスを位置付ける場合には、申請書（資料



17 

 

１７）とサービス担当者会議の記録、ケアプランを付けて三島市へ申請し承認を

得る。事業対象者の場合は、利用予定期間は２年以内の期間で申請する。要支援

認定者の場合は、利用予定期間は認定有効期間とする。期間終了後も例外的な総

合事業訪問介護の利用を継続する場合は、改めて申請が必要となる。（第２章２

（１）参照） 

（３）事業対象者の総合事業通所介護の利用回数増加申請 

総合事業通所介護（回数増加申請）のサービスを位置付ける場合には、申請書（資

料１７）とサービス担当者会議の記録、ケアプラン、三島市版介護予防アセスメン

トシート（資料４）を付けて三島市へ申請し承認を得る。利用回数増加予定期間は、

２年以内として申請する。期間終了後も利用回数の増加を継続する場合には、改め

て申請が必要となる。（第２章２（２）参照） 

（４）軽度要介護認定者に対する福祉用具の貸与について 

    介護保険給付適正化事業において、車椅子及び車椅子付属品・特殊寝台及び特殊寝

台付属品・床ずれ防止用具及び体位交換器・認知症老人徘徊感知器・移動用リフト・

自動排泄処理装置については、基本調査の結果により例外的に福祉用具を位置付け

る理由書（資料１８－１）又は軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理

由書（資料１８－２）を提出し、確認を受ける必要がある。軽度者に対する福祉用具

貸与フロー図（資料１８）を参照。 

 

表１２ サービス担当者会議実施とケアプラン等提出頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント契約手続き 

(1) 利用者との契約 

  担当ケアマネジャーが決まったら、管轄の地域包括支援センターが利用者との契約を 

行う。 

(2) 居宅介護予防支援事業所との契約  

新規 更新時 必要時 不要

介護予防支援 要支援 〇 〇 〇 - 新規・1年以内・必要時 6か月ごと・必要時 ケアプラン作成時

要支援 〇 〇 〇 -

事業対象者 〇 - 〇 -

要支援 - - 〇 -

事業対象者 - - 〇 -

要支援 - - - 〇 - - -

事業対象者 - - - 〇 - - -

ケアプラン作成時

包括への
ケアプラン提出

評価提出 チェックリストの実施

＊ケアプランは原則３～６か月を目安として計画する。6か月後のモニタリングにて、身体状況等に変化なく目標にも変更がない場合、軽微な変
更として期間を半年まで延長可能とし、地域包括支援センターへの評価提出時に期間を赤字修正する旨を伝える。ケアプランの提出について
は、概ね1年に1度は地域包括支援センターに提出することとする。

ケアマネジメントA

ケアマネジメントB

ケアマネジメントC

サービス担当者会議

ケアマネジメント類型 認定等

新規・1年以内・必要時 6か月ごと・必要時 ケアプラン作成時

新規・1年以内・必要時 6か月ごと・必要時
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 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業所と地域包括

支援センターは年度当初あるいは新規に受託する時点で委託契約を締結する。介護予防

ケアマネジメントと介護予防支援のどちらにも対応できる契約内容とする。 



19 
 

第５章 給付管理 

 

１ 利用限度額管理 

（１）給付管理票の作成 

総合事業の「指定事業者によるサービス」を利用する場合は給付管理を行うため、給付

管理票の作成が必要。 

表１３ 給付管理の対象となるサービス 

区分 総合事業 予防給付 

種別 訪問型サービス 

（総合事業訪問介護 訪問型サービス A） 

通所型サービス（総合事業通所介護） 

 

介護予防通所リハビリテーション 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防訪問看護 

介護予防居宅療養管理指導 

介護予防福祉用具貸与 

特定介護予防福祉用具購入費支給 

介護予防住宅改修費支給 

介護予防短期入所生活介護 

介護予防短期入所療養介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

対象者 要支援認定者又は、事業対象者 

＊新規申請においては原則として、全員

が認定審査を受ける。非該当となったが

チェックリストに該当しアセスメントに

よりサービス利用の必要がある人は総合

事業の利用可能 

要支援認定者 

提供者 総合事業サービス指定事業者 介護予防事業サービス指定事業者 

（２）支給限度額管理 

   事業対象者の支給限度額は要支援１と同様とする。 

表１４ 支給限度額・利用者負担 

要介護度等の区分 支給限度額 利用者負担 

事業対象者 ５，０３２単位 基本的に１割、 

一定以上所得者は 2割又は３割 

 

要支援１ ５，０３２単位 

要支援２ １０，５３１単位 
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（３）サービスの単価設定 

表１３ 訪問型サービスの単価設定 

メニュー名 単価 

① 総合事業訪問介護 

 

週に 1回程度 268単位／回 

1,176単位／月（1か月の提供回数が 4回

を超えた場合） 

週に 2回程度 272単位／回 

2,349単位／月（1か月の提供回数が 8回

を超えた場合） 

週に 3回程度 287単位／回 

3,727単位／月（1か月の提供回数が 12回

を超えた場合） 

② 訪問型サービス A 

 

 

週に 1回程度 

 

有資格者 

 

225単位／回 

988単位／月（1か月の提供

回数が 4回を超えた場合） 

研修修了者 187単位／回 

818単位／月（1か月の提供

回数が 4回を超えた場合） 

週に 2回程度 有資格者 

 

229単位／回 

1,973単位／月（1か月の提

供回数が 8回を超えた場合） 

研修修了者 190単位／回 

1,633単位／月（1か月の提

供回数が 8回を超えた場合） 

    

表１４ 通所型サービスの単価設定 

メニュー名 単価 

① 総合事業通所介護 要支援１ 事業対象者 384単位／回 

1,672単位／月（1か月の提供回

数が 4回を超えた場合） 

要支援２ 事業対象者（週 2

回の利用が必要と認められる

者で申請許可があること） 

395単位／回 

3,428単位／月（1か月の提供回

数が 8回を超えた場合） 

＊サービスコードや請求の詳細については、請求の手引き（別冊）参照 

 

（３）初回加算 

   初回加算の算定については、基本的には指定居宅介護支援・指定介護予防支援におけ

る基準に準ずる。 

新規に介護予防ケアプランを作成する利用者に対して、介護予防支援・介護予防ケア
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マネジメントを行った場合、1月につき所定単位数を加算する。 

①  新規に介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを実施する場合 

契約の有無に関わらず、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの実施が終了し

て２か月以上経過した後に、実施する場合を含む。 

②  要介護者が要支援あるいは事業対象者となり、介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメントを実施する場合 

予防給付を受けていた者が、要支援の認定有効期間の満了の翌月から、事業対象者

として総合事業のサービス利用に移行するときは、初回加算の算定を行うことはで

きない。 

 

（４）委託連携加算 

委託連携加算の算定については、利用者に係る必要な情報を指定居宅介護支援事業所

に提供し、介護予防サービス計画の作成等に協力した場合に算定することができる。前

提としてどの場合にも、把握状況の多寡にかかわらず、適切な連携（情報提供や計画作成協

力など）を行っている場合に算定できる。 

【 算定できる例 】 

・新規に地域包括支援センターから指定居宅介護支援事業所に委託し、介護予防支援・介護予

防ケアマネジメントを実施する場合。 

・要介護者が要支援あるいは事業対象者となり、介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを

実施する場合。（同じ居宅介護支援事業所へ委託した場合を含む） 

・担当する地域包括支援センターは変わらず、委託先の居宅介護支援事業所が変わった場合 

・転居により、担当する地域包括支援センターが変更する場合（同じ居宅介護支援事業所へ委

託した場合を含む） 

 

（５）限度額管理対象外の事業について 

   訪問型サービス B・高齢者福祉サービス等の指定事業所以外によるサービスは限度額

対象外となる。 

 

（６）給付制限について 

   三島市の総合事業のサービスについては、当面の間、給付制限を適用しない。 

 

（７）日割り請求について 

・介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費の請求において、日割りは行わない。 

・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を

可能とする。ただし、月の途中で利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保

険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 

・月の途中で、要介護度に変更がある場合は、月末における要介護度に応じた報酬を算

定するものとする。 

・月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額

包括報酬の算定を可能とする。 
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・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場合は、それぞれにおいて月額包括

報酬の算定を可能とする。 

【静岡県国民健康保険団体連合会資料「月額包括報酬の日割り請求にかかる運用」 参照】 

 

２ 請求・委託料支払い 

（１）介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の請求 

要支援者・事業対象者における利用サービスごとに提出するパターンが異なる。 

（資料２０ 介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パ

ターンを参照） 

利用しているサービスに合わせて、介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費

を請求する。なお、介護予防ケアマネジメント費はその月のサービス提供状況によっ

て請求する類型を変更する必要がある。 

   

 

 

 

 

 

（２）委託先居宅介護支援事業所の地域包括支援センターへの提出について 

   委託先居宅介護支援事業所は、サービス提供月の翌月 5 日頃までに委託元の地域包括

支援センターに給付管理票を提出する。（資料１９） 

    

（３）その他 

  ① 委託先への介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費の支払いについて 

静岡県国保連合会から直接、委託先居宅介護支援事業所に支払われる。 

  ② 県外他特例・県外居宅介護支援事業所について 

県外他特例及び県外居宅介護支援事業所については、静岡県国保連合会からの直接

支払ができないため、静岡県国保連合会から地域包括支援センターに支払われ、地域

包括支援センターから委託先介護支援事業所に支払われる。 

例１：総合事業通所介護と予防訪問看護を利用している場合は介護予防支援費となるが、予防

訪問看護の利用が無かった月は、総合事業のみの利用となるため、介護予防ケアマネジメント

費（ケアマネジメント A）を請求する。 

例２：総合事業通所介護と訪問型サービス A を利用している場合はケアマネジメント A と

なるが、総合事業通所介護を利用しなかった月はケアマネジメント B を請求する。 
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第６章 注意事項 

１ 受給者異動 

（１）事業対象者が認定申請し、その結果が要介護認定となる場合が想定される。 

暫定プランの中で総合事業サービスと介護給付サービスが併用されていると、事業対

象者として取り扱うか要介護者として取り扱うかの判断が必要となり、総合事業サー

ビスか介護給付サービスいずれかが全額自己負担となるため、暫定でのサービス利用

においてはサービスの組み合わせを確認する。 

   【介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）説明会（三島市） 

平成 28年 10月 13日 国保連合会資料 P3 参照】 

   【令和 2年度三島市介護予防・日常生活支援総合事業集団指導資料 P5 参照】 

                        ※令和６年４月 16日以降更新予定 

 （２）月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について 

     総合事業においては、訪問型サービス（独自）・通所型サービス（独自）は利用者と

の契約開始が月途中の事由となっている。 

【介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）説明会（三島市） 

平成 28年 10月 13日 国保連合会資料 P52 参照】 

 

２ 住所地特例 

 （１） 住所地特例者に限り、住所地の指定を受けた地域密着型サービスを利用し、住所地 

の地域支援事業（総合事業）を利用できることとする。ただし、有料老人ホーム（特 

定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借のサービス付き高齢者向け住宅） 

においては、平成 27年 4月以降に入居した人に限る。 

 （２） 住所地特例者が事業対象者として総合事業のサービスを利用する場合の取扱い 

   ア 三島市の施設に居住する他市町村の被保険者の場合 

     原則として施設所在市町村が判定することになっているため、三島市のルールに従

い、三島市の地域包括支援センターを介して三島市の窓口へ申請し、市から保険者の

市町村に被保険者証の発行を依頼する（保険者の市町村によって様式等が異なるため

要相談）。 

   イ 他市町村の施設に居住する三島市の被保険者から相談があった場合 

         原則として施設所在地市町村の地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメン

トを行うこととなるため、施設所在地の地域包括支援センターに相談するよう伝える。 

 

３ その他 

  （１） 生活保護受給者（公費給付率１００％）については総合事業のサービスも、予防給

付と同様に生活保護法における介護扶助の対象となる（生活保護法第 15条の２）。 
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福祉総務課の担当者と情報を共有し、現行同様に利用票及び別表のある場合は担

当者に提出する。65 歳未満の生活保護受給者については、要支援１・２の認定相当

となった場合に限り総合事業の利用が可能となる。 

  （２） 総合事業の給付管理は自己作成できない。 

  （３） 訪問型サービス・通所型サービスを利用する場合は、事業所が三島市からの総合

事業の指定を受けている必要がある。特に市外の事業所を利用する場合は必ず指定

の有無及びサービス種類を確認すること。 

（４） 要支援者が三島市外の総合事業通所介護を利用していて更新申請等により要介護

となった場合、地域密着型通所介護事業所は三島市の指定が必要であるため、指定

がないと利用できない。（地域密着型サービスは、原則として事業所のある市町の住

民のみが利用可能である。） 

（５） 新型コロナウイルス感染症に係る取扱い等については、厚生労働省及び三島市か

らの通知を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料のダウンロードについて】 

・介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）説明会（三島市）平成 29年 11月 13日  

（三島市ホームページ→健康・福祉→介護予防・日常生活支援総合事業→事業者説明会資料） 

http:www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05032140_pdf_20171117_rad7D07A.pdf 

・【令和３年３月実施】介護予防・日常生活支援総合事業集団指導資料 

 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn050044.html 

・三島市介護予防・日常生活支援総合事業報酬請求の手引き 

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn035814.html 

・介護予防・日常生活支援総合事業 Q＆A 

 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn030319.html 
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第７章 資料 

 

資料—１ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の手順の概要 

資料—２ 基本チェックリスト 

資料—３ 基本チェックリストの考え方 

資料—４ 三島市版介護予防アセスメントシート 

資料—５ 三島市版介護予防アセスメントマニュアル 

資料—６ 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

★資料—７ 介護保険関係書類開示依頼書  

資料—８ 介護予防サービス計画作成に係る介護保険関係書類開示依頼添付書 

資料—９ 利用者基本情報 

資料—１０ 介護予防サービス・支援計画表（プランA B） 

資料—１１ 介護予防サービス・支援計画表（プランC） 

資料—１２ 介護予防サービス・支援計画表記載例 

資料—１３ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント経過記録記載例 

資料—１４ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表 

資料—１５ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス評価表記載例 

資料—１６ プラン作成及び記入上の注意点（サービス種別の書き方） 

資料—１７ 例外的な総合事業訪問介護利用申請書 

資料—１７ 介護予防・生活支援サービス事業対象者の総合事業通所サービス利用回数増加申請書 

資料—１８ 軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与 

資料—１８－１ 例外的に福祉用具を介護予防ケアプランに位置付ける理由書（車椅子） 

★資料—１８－２ 軽度要介護者に対する福祉用具貸与のための理由書（特殊寝台等） 

資料—１９ 給付管理事務 

資料—２０ 介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パターン 

★資料—２１ 医師と介護支援専門員の連絡票 

★資料—２２ 軽微な変更例 

★資料—２３ 医療系サービス利用時の主治医へのケアプラン送付案内文 

  資料—２４ ケアマネジメント類型について（フロー図） 

 

※総合事業の請求についての詳細は別冊「三島市介護予防・日常生活支援総合事業報酬請求の手

引き」参照。 

★印は要介護認定者と共通資料。 
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議
に

参
加

。
意

見
・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
担

当
者

氏
名

記
載

。

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

支
援

計
画

書
（原

本
）

　
　

　
・
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

交
付

　
　

　
　

説
明

・
同

意
　

②
　

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
基

づ
　

　
　

　
い

た
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

３
　

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
開

催
。

　
内

容
は

「支
援

経
過

記
録

」
に

記
載

。
　

　
（
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
Ｂ

は
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
省

略
が

可
能

で
あ

る
が

、
情

報
共

有
を

図
る

必
要

有
。

）

　
　

①
本

人
、

事
業

所
と

共
通

認
識

を
得

て
、

必
要

な
修

正
を

加
え

て
計

画
を

最
終

的
に

決
定

。

　
　

②
利

用
者

及
び

家
族

へ
計

画
書

を
交

付
・説

明
　

　
同

意
書

欄
に

自
署

又
は

記
名

・押
印

を
も

ら
う

。
自

署
又

は
記

名
・
押

印

２
　

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

　
①

　
実

施
状

況
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

　
　

　
　

記
録

　
　

　
・
個

別
サ

ー
ビ

ス
計

画
の

作
成

１
　

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

提
供

　
①

　
事

前
ア

セ
ス

メ
ン

ト



月
介

護
保

険
係

い
き

が
い

推
進

係
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

各
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

利
用

者

　
　

（３
か

月
に

一
度

は
面

接
等

で
状

況
確

認
）

　
　

報
告

を
す

る

６
　

給
付

管
理

業
務

６
　

給
付

管
理

業
務

６
　

給
付

管
理

業
務

　
　

介
護

予
防

・
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
提

供

評 価 月サ ー ビ ス 提 供 月 評 価 月

委
託

事
業

所
の

給
付

に
関

し
て

取
り

ま
と

め
、

５
　

サ
ー

ビ
ス

提
供

実
績

報
告

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
へ

実
績

４
　

利
用

者
の

状
況

把
握

　
（第

３
章

３
参

照
）

　
　

利
用

し
て

い
る

事
業

所
訪

問
や

電
話

連
絡

　
　

必
要

に
応

じ
て

利
用

者
宅

訪
問

　
①

　
サ

ー
ビ

ス
利

用
状

況
、

利
用

者
の

状
況

を
　

　
　

　
把

握
（毎

月
）

　
②

　
「給

付
管

理
事

務
連

絡
票

」作
成

　
②

　
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

へ
　

　
　

　
状

況
報

告

　
①

　
利

用
者

へ
サ

ー
ビ

ス
利

用
実

績
の

確
認

　
②

　
計

画
の

見
直

し
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討

３
　

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
業

所
か

ら
の

報
告

書
　

①
　

サ
ー

ビ
ス

提
供

事
業

所
か

ら
の

結
果

報
告

　
　

　
の

確
認

　
　

・「
介

護
予

防
支

援
経

過
記

録
」に

把
握

し
た

　
　

　
状

況
を

記
載

す
る

　
　

・報
告

書
は

保
存

す
る

２
　

事
後

ア
セ

ス
メ

ン
ト

　
　

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

に
基

づ
く

　
　

目
標

達
成

状
況

の
評

価

３
　

効
果

の
評

価
　

　
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

に
報

告

１
　

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

提
供

必
要

に
応

じ
て

同
行

訪
問

　
　

・「
介

護
予

防
支

援
経

過
記

録
」に

把
握

し
た

　
　

　
状

況
を

記
載

す
る

　
　

　
の

把
握

　
②

　
利

用
者

の
目

標
達

成
状

況
の

評
価

　
　

　
利

用
者

宅
に

訪
問

・面
接

４
　

評
価

　
①

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
事

業
者

が
行

っ
た

評
価

　
　

国
保

連
へ

送
付

す
る

必
要

が
あ

れ
ば

、
初

回
の

計
画

作
成

時
の

手
順

に
よ

り
見

直
す

※
　

微
細

な
修

正
は

赤
ペ

ン
で

日
付

を
入

れ
て

　
　

　
計

画
書

に
記

載
(資

料
２

２
）



月
介

護
保

険
係

い
き

が
い

推
進

係
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

各
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

利
用

者

コ
ピ

ー
し

て
保

管

６
　

給
付

管
理

業
務

６
　

給
付

管
理

業
務

６
　

給
付

管
理

業
務

【
要

支
援

認
定

が
あ

る
方

】

１
　

更
新

申
請

の
書

類
到

着
２

　
更

新
時

期
の

利
用

者
と

の
意

向
確

認
２

　
ケ

ア
マ

ネ
と

確
認

　
　

 （
１

）基
本

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
を

実
施

２
－

②
－

（３
）

　
②

総
合

事
業

の
み

の
サ

ー
ビ

ス
を

　
　

利
用

し
て

い
る

場
合

　
　

→
更

新
し

な
い

。
事

業
対

象
者

と
し

て
サ

ー
ビ

ス
利

用

　
①

予
防

給
付

の
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

し
て

い
て

　
　

今
後

も
利

用
の

必
要

性
が

あ
る

場
合

　
　

→
更

新
申

請
（
必

要
に

応
じ

代
行

申
請

）

　
事

業
対

象
者

と
印

字
さ

れ
た

介
護

保
険

証
を

ご
本

人
に

返
す

　
介

護
保

険
証

と
基

本
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
市

提
出

用
）

と
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
計

画
作

成
・
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
依

頼
（
変

更
）
届

出
書

を
い

き
が

い
推

進
係

に
提

出

　
　

（２
）三

島
市

版
ア

セ
ス

メ
ン

ト
シ

ー
ト

を
活

用
し

て
利

用
回

数
な

ど
を

ア
セ

ス
メ

ン
ト

　
　

（３
）介

護
保

険
証

と
基

本
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
包

括
ヘ

。
（
更

新
の

２
か

月
前

か
ら

提
出

可
能

）

　
　

【事
業

対
象

者
と

す
る

手
順

】
更 新 時 期

　
　

　
必

要
が

あ
れ

ば
、

初
回

作
成

時
の

手
順

で
　

　
　

見
直

す

　
③

　
計

画
の

見
直

し
の

必
要

性
に

つ
い

て
検

討

評 価 月

　
　

　
・中

間
評

価
は

「支
援

経
過

記
録

」に
記

載
す

る

５
　

サ
ー

ビ
ス

提
供

実
績

報
告

　
　

　
・
「
介

護
予

防
支

援
・
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
　

　
　

　
サ

ー
ビ

ス
評

価
表

」
作

成
・
提

出
評

価
の

確
認

（半
年

に
1度

は
必

須
）

評
価

表
に

意
見

を
記

載
し

原
本

を
返

す



【市提出用】

記入日

住所

性別　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日 男　　・　　女

（　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　）

(     )/20

1～2０
のうち
10以上

判定

0. はい 1. いいえ

□
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1. はい 0. いいえ

0. いいえ今日が何月何日かわからない時がありますか 1. はい

18

□19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0. はい

(     )/2
№16
該当

(     )/3

1/3
以上20

16 週に１回以上は外出していますか 0. はい

1. いいえ

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 1. はい 0. いいえ

1. いいえ

□

22 （ここ２週間） これまで楽しんでやれたことが楽しめなくなった 1. はい 0. いいえ

23 （ここ２週間） 以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる 1. はい 0. いいえ

24 （ここ２週間） 自分が役に立つ人間だと思えない 1. はい 0. いいえ

25 （ここ２週間） わけもなく疲れたような感じがする 1. はい 0. いいえ

(     )/5

2/5
以上

21 （ここ２週間） 毎日の生活に充実感がない 1. はい 0. いいえ

□14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1. はい

ふりがな

氏名

生年月日

(     )/5

3/5
以上

(     )/2

2/2

(     )/3

2/3
以上

該当する項目
にチェック

No. 質問項目 回答

0. はい 1. いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0. はい 1. いいえ

0. いいえ

15 口の渇きが気になりますか 1. はい 0. いいえ

  身長             ㎝           体重               ㎏          ( BMI ＝                        ）

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1. はい 0. いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0. はい

3 預貯金の出し入れをしていますか

1. いいえ

□

栄
養 12

□

8

10 転倒に対する不安は大きいですか 1. はい 0. いいえ

１５分位続けて歩いていますか 0. はい 1. いいえ

9 この１年間に転んだことはありますか 1. はい 0. いいえ

11 ６ヶ月間で２～３㎏以上の体重の減少はありましたか 1. はい 0. いいえ

  （注） BMI=体重(㎏)  ÷身長(ｍ)  ÷身長(ｍ) が18.5未満の場合に該当とする

　介護保険事業の適切な運営に活用するため、基本チェックリストを地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所へ提供すること
　に同意します。

　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

                                                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　  ※自筆の場合、押印不要

三島市基本チェックリスト

暮
ら
し

運
動

歯
・
口

外
出

物
忘
れ

こ
こ
ろ

1 バスや電車で１人で外出していますか 0. はい 1. いいえ

□
4 友人の家を訪ねていますか 0. はい 1. いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか

2 日用品の買い物をしていますか 0. はい 1. いいえ

資料 ― ２
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資料 ― ３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

特記・課題等

特記・課題等

特記・課題等

１）できる　　　２）つかまれば可能　　３）できない

三島市版介護予防アセスメントシート　　　　氏名
(イスからの）立ち上がり

何かにつかまらずに歩く（５ｍ）

片足立ち（1秒）

日用品を買う店まで

１）できる　　　２）つかまれば可能　　３）できない

１）できる　　　２）つかまれば可能　　３）できない

運
動
・
移
動
に
つ
い
て

特記・課題等

病院等に行くときは

１）いける（手段は　　　）　２）誰かに頼む　３）いけない

１）いける（手段は　　　）　２）誰かに頼む　３）いけない

１）できる　２）行っていないが能力はある　３）一部できる　４）できない

１）できる　２）行っていないが能力はある　３）一部できる　４）できない

１）できる　２）行っていないが能力はある　３）一部できる　４）できない

特記・課題等

１）受けている　　２）受けていない

１）できる　２）行っていないが能力はある　３）一部できる　４）できない

１）できる　２）行っていないが能力はある　３）一部できる　４）できない

１）できる　２）行っていないが能力はある　３）一部できる　４）できない

１）家族・友人等　　２）ほとんど一人で過ごす

１）　　　　回／週　　２）ほとんど外出しない

１）　　　　回／週　　２）ほとんどない

その他医師からの注意

年１回の健康診査の受診

１）気にしている　　２）気にならなくなった

１）ない　　　　　　　２）情緒が不安定になることがある

１）ない　　　　　　　２）一人になることが不安である

１）ない　　　２）運動制限をされている

１）ない　　　２）注意をうけている

電気機器類の操作ができる

悪徳商法への注意

火の始末は心配ですか

一人で浴槽をまたぐ

口腔機能の状況

歯の手入れ（義歯を含む）

会話がまとまらない

物忘れが気になる

１）頻度（　　　　　回／日・週・月）　　２）方法（　　　　　　　　　　）

１）いいえ　　　２）はい

１）いいえ　　　２）はい

１）できる　　　２）迷う　　　３）難しい

１）心配ない　　２）心配している　　３）消し忘れの経験あり

１）注意している　２）注意していない　３）被害経験あり

１）できる　　　２）何とかできる　　　３）できない

１）硬いものが食べにくい　２）よくむせる　３）口が渇く　４）義歯があわない

服薬管理の状況

一人で洗身

外出する頻度（通院以外）

親戚・友人と会う・連絡を取る頻度

身の回りの乱れ・汚れへの配慮

情緒が不安定になることの有無

一人きりになることへの不安

医師からの運動制限

１）できる　　　２）何とかできる　　　３）できない

１）よい　　２）まあよい　　３）普通　　４）あまりよくない　　５）よくない

１）よく眠れる　　２）眠れないことがある（睡眠薬服用　　有　　・　　無）

１）指示通り飲める　　２）指示があれば飲める　　３）できない

現在の健康状態

睡眠の状態

健
康
管
理
に
つ
い
て

物
忘
れ
等
に
つ
い
て

18

外出手段4

日
常
生
活

（
家
庭
生
活

）

に
つ
い
て

社
会
参
加
・
対
人
関
係
等
に

つ
い
て

ごみ出し

買い物

金銭管理

1日誰と過ごすことが多いか

食事回数

調理

掃除

洗濯

１）3食／日　　２）2食／日　　３）1食／日　４）その他（　　　　食／日）

資料 ― ４



三島市版 介護予防アセスメントマニュアル 

 

 

 

分類 対象者判断基準 想定されるサービス・活動の例

①身体介護の
必要性が高い

以下のいずれかに該当

ア．項目１・２・３・２３・２４のいずれかで「３」
があること

イ．項目２４が「２」以上であること

総合事業通所介護
総合事業訪問介護
訪問型サービスA・B

項目１・２・３・２３・２４（全5項目）のうち2項目
以上が「２」以上である

総合事業通所介護

以下の項目に該当

ア．利用者が単身であること、又は、同居の家
族等に「障害・疾病その他やむを得ない理由」
があって家事の実施が困難であること（利用者
基本情報より）

イ．項目６～１０のうちの1項目以上が「３」以
上であること

総合事業訪問介護
訪問型サービスA・B

以下の項目に該当

ア．上段アと同様

イ．項目２～４のうち１項目以上が「２」以上で
あり、かつ、項目６・１０が「３」以上であること

一人暮らし高齢者等給食サービス事業

以下の項目に該当

ア．上段アと同様

イ．項目２～４のうち１項目以上が「２」以上で
あり、かつ、項目９が「３」以上であること

ふれあいさわやか回収

④閉じこもり予
防の必要性が
高い

項目１２・１３・１４のうちの1項目以上が「２」
以上である

地域の通いの場
地域の各種活動（ボランティア・就労・老人クラブ等）

⑤うつ予防の必
要性が高い

項目１６・１７のうち1項目以上が「２」である

地域の通いの場
地域の各種活動（ボランティア・就労・老人クラブ等）
専門相談（窓口）紹介
受診勧奨の必要性判断

⑥認知症予防
の必要性が高い

以下の6項目のうち2項目以上に該当

項目１１が「３」以上
項目１５・２２・２７～３０が「２」以上である

地域の通いの場
地域の各種活動（ボランティア・就労・老人クラブ等）

③家事援助の
必要性が高い

三島市版介護予防アセスメントシート等の記載に基づく判断

*事業対象者は全5項目の合計が10点以上又は「３」がある場合、申請・許可により週2
回の利用を可能とする。（支援１を除く）

②機能訓練の
必要性が高い

利用者本人の意向を踏まえつつ、サービス対象者を決定する基本チェックリストの該当項目や利用者基

本情報・アセスメントシートの記載内容等に沿って、利用するサービスや参加する活動を判断。高齢者

の心身の状況等に応じた多彩なサービスの利用及び活動への参加につなげ、介護予防を推進。 

＊実際の判断に当たっては、基準を参考にしつつ、利用者の多様な状況に即して判断を行う。 
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介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

区  分 

新規 ・ 変更 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ             

 

生 年 月 日 

 

介護予防サービス計画の作成を依頼（変更）する介護予防支援事業者 

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター 

介護予防支援事業所名 

地域包括支援センター名 
 

介護予防支援事業所の所在地 

地域包括支援センターの所在地 
〒 

 
 

電話番号         

介護予防支援事業所（地域包括支援センター）番号 サービス開始（変更）年月日 

          年     月    日   

介護予防支援事業所又は地域包括支援センターを変更する場合の理由等 

※変更する場合のみ記入してください。 

 

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者 

※居宅介護支援事業者が介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入して下さい。 

居宅介護支援事業所名  居宅介護支援事業所の所在地 〒 

 
 
                電話番号       

居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等 

※変更する場合のみ記入してください。 

 

三島市長 様 
  上記の介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に介護予防サービス計画の作成又は介護予防
ケアマネジメントを依頼することを届け出します。 

 
    年   月   日 

被保険者 
住 所 
 
氏 名                  

電話番号 

確認欄 

□ 被保険者証資格 □ 届出の重複 
□ 介護予防支援事業者事業所（地域包括支援センター）番号  

            

 

（注意）１ この届出書は、介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所等が決まり次第速やかに三島市 

へ提出してください。 

２ 介護予防サービス計画の作成若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する介護予防支援事業所（地域包括支援センター）又 

は介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、 

必ず三島市へ届け出てください。届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額負担していただくことがあります。 

   ３ 住所地特例の対象施設に入居中の場合は、その施設の住所地の市町村の窓口へ提出してください。 
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（様式第２号）
   　　年　　月　　日

三　島　市　長　あて

依 住　　　　所

頼 事業所等名称

人 氏　　　　名 電 話 番 号

　　　　年　　月　　日

三　島　市　長　あて 委

㊞

者 　　年　　　月　　　日

受 所　在　地

任 名　　　称

者 代表者氏名

　訪問調査による一次判定結果

　主治医意見書

　訪問調査による特記事項

　介護認定審査会による判定結果・意見等

◆　委任者が氏名欄に署名する場合は、押印は不要です。

　　対象文書の欄は、開示請求を委任する文書の□欄にチェックしてください。

　　　申請の際に身分証を提示してください。

対　象　文　書

　下記委任状に基づき介護サービス計画等介護保険の適切な運営のため、関係書類の開示
を依頼します。

介護保険関係書類開示依頼書

委　　任　　状

被保険者番号

記

　私は、私の介護サービス計画等介護保険の適切な運営に必要があるため、次のとおり私
の要介護認定・要支援認定に関する文書の開示請求に係る権限を委任します。

任
住       所

氏       名

生 年 月 日
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被保険者番号

氏       名

所　在　地

名　　　称

住　　　　所

事業所等名称

所　在　地

名　　　称

代表者氏名 ㊞

介護予防サービス計画作成に係る介護保険関係書類開示依頼添付書

地域包括
支援センター

地域包括
支援センター

居宅介護
支援事業者

　　  　　年　　月　　日

上記の地域包括支援センターが

上記の居宅介護支援事業者に委託します。

上記の被保険者の介護予防サービス計画作成については

被保険者
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利用者基本情報

作成担当者

《基本情報》

来　所　・　電　話 初回

その他（ ） 再来（前 ）

Ｍ・ Ｔ・ Ｓ　　 （

Tel

Fax

 障害高齢者の日常生活自立度  自立・Ｊ１・ Ｊ２・ Ａ１・ Ａ２・ Ｂ１・ Ｂ２・ Ｃ１・ Ｃ２

 認知症高齢者の日常生活自立度  自立・Ｉ・ Ⅱａ・ Ⅱｂ・ Ⅲａ・ Ⅲｂ・ Ⅳ・ Ｍ

 有効期限：　　 ～　　 （前回の介護度 ）

 基本チェックリスト記入結果：　　事業対象者の該当あり・事業対象者の該当なし

 基本チェックリスト記入日：　　

)、難病( )( )

 自宅・借家・ 一戸建て・ 集合住宅・ 自室の 有 ( ）階 無 ・住宅改修の 有 無

 国民年金・厚生年金・ 障害年金・ 生活保護

 家族構成

 家族関係等の状況

続柄

　　　　年 　　月 　　日 　　 　年 　　月 　　日

非該当 ・ 事業対象者 ・ 要支援１ ・

）

　年 　　月 　　日 ）歳

　　 　年 　月 　日

性別

相 談 日

本人の現況  在宅・入院又は入所中（

ﾌﾘｶﾞﾅ
本人氏名

障害等認定

本人の
住居環境

経済状況

認定情報

住　　所

日常生活
自立度

住所・連絡先

 身障( )、療育( )、精神(

来所者
（相談
者）

住所
連絡先

緊急連絡先

氏名

続
柄

家
族
構
成

要支援２ ・ 経過的要介護 ・ 要介護５要介護１ ・ 要介護２ ・ 要介護３ ・ 要介護４ ・

◎ = 本人、 ○ = 女性、 □ = 男性

●■ = 死亡、 ☆ = キーパーソン

主介護者に「主」

副介護者に「副」
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利用者基本情報

《介護予防に関する事項》

《現病歴・既往歴と経過》（新しいものから書く・現在の状況に関連するものは必ず書く）

Tel

Tel

Tel

Tel

《現在利用しているサービス》

   　　年　　月　　日　　　氏名

公的サービス 非公的サービス

その他

治療中

経過観察中

経過観察中

今までの生活

１日の生活・すごし方

介護者・家族本人時間

現在の生活
状況（どんな
暮らしを送っ
ているか）

趣味・楽しみ・特技

友人・地域との関係

治療中の場合は内容経過
医療機関・医師名

（主治医・意見作成者に☆）

治療中

その他

治療中

病名年月日

経過観察中

その他

治療中

その他

経過観察中

施に必要な範囲で関係する者に提示することに同意します。

地域包括支援センター が行う事業の実施に当たり、 利用者の状況を把握する必要があるときは、基本チ

ェックリスト記入内容、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結果・

意見、及び主治医意見書と同様に、利用者基本情報、支援・対応経過シート、アセスメントシート等の個

人に関する記録を、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、主治医その他本事業の実



N
O

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

・
支

援
計

画
表

（
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
結

果
等

記
録

表
）

利
用

者
名

様
認

定
年

月
日

　
認

定
の

有
効

期
間

～
・

・
・

計
画

作
成

者
氏

名
委

託
の

場
合

：計
画

作
成

事
業

者
・事

業
所

名
及

び
所

在
地

（連
絡

先
）

計
画

作
成

（変
更

）日
　

（初
回

作
成

日
）

担
当

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

目
標

と
す

る
生

活

有
無

有
無

有
無

有
無

健
康

状
態

に
つ

い
て

【本
来

行
う

べ
き

支
援

が
で

き
な

い
場

合
】

総
合

的
な

方
針

：生
活

不
活

発
病

の
改

善
・予

防
の

ポ
イ

ン
ト

□
主

治
医

意
見

書
、

健
診

結
果

、
観

察
結

果
等

を
踏

ま
え

た
留

意
点

妥
当

な
支

援
の

実
施

に
向

け
た

方
針

基
本

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

（該
当

し
た

項
目

数
）／

（質
問

項
目

数
）を

お
書

き
下

さ
い

。
計

画
に

関
す

る
同

意
地

域
支

援
事

業
の

場
合

は
必

要
な

事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

枠
内

の
数

字
に

○
印

を
つ

け
て

下
さ

い
。

【意
見

】
上

記
計

画
に

つ
い

て
、

同
意

い
た

し
ま

す
。

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

申
請

中
要

支
援

１
・

  
年

　
　

月
　

　
日

  
　
年
　
　
月
　
　
日

  
　
年
　
　
月
　
　
日

初
回

要
支

援
２

事
業

対
象

者

  
年
　
　
月

　
　

日
○
○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

紹
介

継
続

認
定

済

１ 日
１ 年

ア
セ

ス
メ

ン
ト

領
域

と
現

在
の

状
況

本
人

・家
族

の
意

欲
・意

向
領

域
に

お
け

る
課

題
（背

景
・原

因
）

総
合

的
課

題
課

題
に

対
す

る
目

標
と

具
体

策
の

提
案

具
体

策
に

つ
い

て
の

意
向

本
人

・家
族

目
標

支
援

計
画

目
標

に
つ

い
て

の
支

援
の

ポ
イ

ン
ト

本
人

等
の

セ
ル

フ
ケ

ア
や

家
族

の
支

援
、

イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル
サ

ー
ビ

ス
（
民

間
サ

ー
ビ

ス
）

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

又
は

地
域

支
援

事
業

（総
合

事
業

の
サ

ー
ビ

ス
）

サ
ー

ビ
ス

種
別

事
業

所
（
利

用
先

）
期

間

運
動

・移
動

に
つ

い
て

日
常

生
活

（家
庭

生
活

）に
つ

い
て

社
会

参
加

、
対

人
関

係
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
つ

い
て

健
康

管
理

に
つ

い
て

口
腔

内
ケ

ア
閉

じ
こ

も
り

予
防

物
忘

れ
予

防
う

つ
予

防

予
防

給
付

ま
た

は
地

域
支

援
事

業

運
動

不
足

栄
養

改
善

  
　

　
　

 年
　

　
月

　
　

日
氏

名
5

2
3

2
3

5

ﾚ ﾚ ﾚ ﾚ
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N
O

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
・
支
援
計
画
表
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
結
果
等
記
録
表
）

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
C

利
用
者
名

様
認
定
年
月
日
　

認
定
の
有
効
期
間

～
・

・
・

計
画
作
成
者
氏
名

委
託
の
場
合
：計
画
作
成
事
業
者
・事
業
所
名
及
び
所
在
地
（連
絡
先
）

計
画
作
成
（変
更
）日
　

（初
回
作
成
日

）
担
当
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

目
標
と
す
る
生
活

有
無

有
無

有
無

有
無

健
康
状
態
に
つ
い
て

【本
来
行
う
べ
き
支
援
が
で
き
な
い
場
合
】

総
合
的
な
方
針
：生
活
不
活
発
病
の
改
善
・予
防
の
ポ
イ
ン
ト

□
主
治
医
意
見
書
、
健
診
結
果
、
観
察
結
果
等
を
踏
ま
え
た
留
意
点

妥
当
な
支
援
の
実
施
に
向
け
た
方
針

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
（該
当
し
た
項
目
数
）／
（質
問
項
目
数
）を
お
書
き
下
さ
い
。

計
画
に
関
す
る
同
意

地
域
支
援
事
業
の
場
合
は
必
要
な
事
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
枠
内
の
数
字
に
○
印
を
つ
け
て
下
さ
い
。

【意
見
】

上
記
計
画
に
つ
い
て
、
同
意
い
た
し
ま
す
。

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

氏
名

5
2

3
2

3
5

予
防
給
付

ま
た
は

地
域
支
援
事
業

運
動
不
足

栄
養
改
善

口
腔
内
ケ
ア

閉
じ
こ
も
り

予
防

物
忘
れ
予
防

う
つ
予
防

健
康
管
理
に
つ
い
て

社
会
参
加
、
対
人
関
係
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

日
常
生
活
（家
庭
生
活
）に
つ
い
て

運
動
・移
動
に
つ
い
て

目
標

支
援
計
画

目
標
に
つ
い
て
の

支
援
の
ポ
イ
ン
ト

本
人
等
の
セ
ル
フ
ケ
ア
や
家
族

の
支
援
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

サ
ー
ビ
ス
（
民
間
サ
ー
ビ
ス
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
又
は

地
域
支
援
事
業

（総
合
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
）

サ
ー
ビ
ス
種
別

事
業
所

（
利
用
先
）

期
間

１ 日
１ 年

ア
セ
ス
メ
ン
ト
領
域
と

現
在
の
状
況

本
人
・家
族
の

意
欲
・意
向

領
域
に
お
け
る
課
題

（背
景
・原
因
）

総
合
的
課
題

課
題
に
対
す
る

目
標
と
具
体
策

の
提
案

具
体
策
に
つ
い
て
の
意
向

本
人
・家
族

要
支
援
２

事
業
対
象
者

　
年
　
　
月
　
　
日

○
○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

紹
介

継
続

認
定
済

申
請
中

要
支
援
１
・

　
年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

　
年
　
　
月
　
　
日

初
回

ﾚ ﾚ ﾚ ﾚ
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NO
介護予防サービス・支援計画表（ケアマネジメント結果等記録表）

利用者名 様 認定年月日　 認定の有効期間 ～ ・ ・ ・

計画作成者氏名 委託の場合：計画作成事業者・事業所名及び所在地（連絡先）

計画作成（変更）日　 （初回作成日 ） 担当地域包括支援センター

目標とする生活

有 無

有 無

有 無

有 無

健康状態について 【本来行うべき支援ができない場合】 総合的な方針：生活不活発病の改善・予防のポイント
□主治医意見書、健診結果、観察結果等を踏まえた留意点 妥当な支援の実施に向けた方針

基本チェックリストの（該当した項目数）／（質問項目数）をお書き下さい。 計画に関する同意
地域支援事業の場合は必要な事業プログラムの枠内の数字に○印をつけて下さい。

【意見】 上記計画について、同意いたします。
地域包括支援
センター

　　　　　年　　月　　日 氏名5 2 3 2 3 5

予防給付
または

地域支援事業

運動不足 栄養改善 口腔内ケア
閉じこもり
予防

物忘れ予防 うつ予防

健康管理について

社会参加、対人関係コミュニケーションについて

日常生活（家庭生活）について

運動・移動について

目標

支援計画

目標についての
支援のポイント

本人等のセルフケアや家族
の支援、インフォーマル
サービス（民間サービス）

介護保険サービス又は
地域支援事業

（総合事業のサービス）
サービス種別

事業所
（利用先）

期間

１
日

１
年

アセスメント領域と
現在の状況

本人・家族の
意欲・意向

領域における課題
（背景・原因）

総合的課題
課題に対する
目標と具体策
の提案

具体策についての意向
本人・家族

要支援２ 事業対象者

　年　　月　　日 ○○地域包括支援センター

紹介 継続 認定済 申請中 要支援１ ・　年　　月　　日 　　年　月　　日 　年　月　　日 初回

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

●自ら行きたい場所に移動

するための手段がとれている

か確認する。

●自宅や屋外をスムーズに

歩行すること。
●交通機関を使って移動す
ることについての状況

●入浴やシャワーの状況
●肌、顔、歯、爪等の手入れ
●健康のために食事や運動に
気を付けている状況。
●服薬管理・定期受診・飲酒・
喫煙等健康の自己管理ができ
ているか

●日常に必要な品物を自分で
選んで買うことについての確
認。
●献立を考え、調理すること
についての状況
●家事（洗濯・ゴミ捨て等）に
ついての状況
●預貯金の出し入れを行うこ
とについての状況

●家族や友人のことを心配し

たり、相談にのるなど関係をつ

くり保つことができる状況。

●家族・友人などとの会話や

電話での交流。

●地域での役割があるか

●趣味や楽しみがあるか

●生きがいや楽しみをもとにした、達成したい目標。利用者が望む生活「「・・・したい」という意欲を喚起するように面接を行い自立

支援に向けた動機づけを行うことが大切。

●具体的でなおかつ達成感が得られる内容。目標とする生活のイメージ化

１日・１年どちらかの目標設定だけでも可能。

●各アセスメント領域に
おいて、生活上の課題と
なっていることの背景・
原因を分析する。
●課題がある場合に□
有にレ点チェックし分析
した内容を記載する。
●分析する場合は、実
際にの面接中の様子、
基本情報、主治医意見
書、チェックリスト等の情
報をもとに、健康状態・
心理・価値観・習慣・物
的環境・人的環境等の
観点から整理する。

ここまでは、各領域ごと

に記載する。

●利用者の生活
全体の課題を探
すため、領域に
おける各課題共
通の背景等を見
つけ統合する。
●利用者にとっ
て優先順位の高
い順で課題を列
挙する。
●複数の領域そ
れぞれに課題が
あったとしても、
その課題の原因
や背景などが同
一の場合、統合
して目標や具体
策を立てていく。

●意向や目標・
具体策は書かな
い。
●課題ごとにそ
れ以降のプロセ
スのために１・２
と番号を振る。

●「総合的課題」

に対して目標と

具体策を記載す

る。
●この目標に向
けて、利用者や
家族に対して専
門家として示す
提案である。
●目標や評価可
能で具体的なも
のとする。

●具体策につい

ては介護保険

サービスだけで

なく生活機能の

低下を予防する

ため利用者自身

のセルフケアや

家族の支援、地

域のインフォーマ

ルサービスなど

の活用について

も記載する。
●具体的には
「○○が必要。」
「○○を行う。」と
記載し提案する。
次の右側の項目
で同意が得られ
た場合にはここ
で提案した目標
と具体策が目標
と支援内容につ
ながる。

例）
［目標］
（３か月後には）
一人で○○まで
歩いていけるよう
になる。
［具体策］
①△△を利用し
て□□を行う。
②誰々が■■を
行う。

●左側の提案に対
して取り組むことが
困難であったり、継
続することが難しい
など利用者や家族
の意向を聞き記載
する。

●具体策について
単に意向を聞くだけ
でなく、具体策の合
意が得られなかっ
た場合には、その
理由や根拠等につ
いて利用者や家族
の考えを把握し記
載する。
その理由や根拠が、
次の項目の「目標」
欄の根拠となってく
る。

●ここでの情報は、
最終的な目標設定
の合意する上での
足がかりとなる。利
用者・家族の意向と
専門家としてのケア
マネジメントの考え
をすり合わせる。

●前項目で利用者や家

族とともに考え、合意し

た目標を記載する。当初

から「課題に対する目標

と具体策」について合意

が得られた場合はその

まま転記する。
●数量目標があれば達
成したかどうか評価しや
すい。

例）
・ひとりで～まで歩いて
行けるようになる。
・１日一度は肉か魚を食
べる。

●支援者側が支援実
施における安全管理
上のポイントや、目標
に対して具体的な支
援を行う上での支援
者側の留意点を記載
する。

●住民主体のサービ
ス等を利用する場合、
状況悪化を見逃さな
い仕組みづくりが必
要。

例）
・無断欠席や利用中
止の情報共有の仕組
みを作る。
・モニタリングの頻度
に合わせ利用者の状
況変化等の際には、
適宜利用者自身や
サービス提供者等か
ら連絡がもらえるよう
にする。

●本人自ら取り組む
こと、家族が支援す
ること、地域のボラン
ティアや近隣住民の
協力などを具体的に
記載する。

●本来の支援が実
施できない場合には、
利用者や家族と合意
できた「当面の支援」
を【】下記で記載する。
「当面の支援」がな
い場合は書く必要は
ない。
≪ポイント≫
「できることはできる
だけ本人で行う」とい
う行動変容につなげ
ていき、地域での社
会参加の機会を増
やし、「役割や生きが
いを持って生活す
る」と思うことができ
るように働きかける。

●予防給付・地域支

援事業（総合事業の

サービス）の具体的

なサービス内容を記

載する。（訪問看護

等サービス種類の記

載ではない。）

●自分に合った運動
の仕方を身につけ自
宅でも少しずつ運動
ができるようにする。
等の計画の記載す
る。

≪ポイント≫
利用者が気付きケア
マネジメント者と共有
できたうえで本人の
セルフケアマネジメ
ントを推進していく。

●左側の支
援内容に適し
たサービス種
別を具体的に
記載する。

●運動器の
向上プログラ
ム等加算
サービスも必
要時記載する。

例）
・総合事業訪
問介護（身体
介護）週１回
・総合事業訪
問介護（例外
申請）
・訪問型サー
ビスA
・訪問型サー
ビスB
・総合事業通
所介護
・総合事業通
所介護（回数
増加申請）週
２回
・一人暮らし
高齢者等給
食サービス
民間の配食
サービス。
例）
・通所型サー
ビス
（通所介護）
・訪問型サー
ビス
（通所介護

訪問型サービ

スA 訪問型

サービスC）
・配食サービ
ス

・

●該当
サービス
提供を行
う事業所
名を記載
する。

●家族、
地域
介護保
険サービ
ス以外
の公的
サービス
が担う部
分につい
ても誰が
行うかを
明記する。

●「期間」
は左記に
掲げた
サービス
をどの程
度の期間
にわたり
利用する
かを記載
する。

●「○月
○日～○
月○日」
と記載す
る。

●「期間」
の設定に
ついては
目標達成
に向けて
３～６ヶ
月を目安
とする。

≪ポイン
ト≫目標
達成後は
次に何を
していく
かをあら
かじめ話
あってお
くことが重
要。

●各アセスメント領
域において確認し
た内容について、
利用者・家族の認
識を確認する。
「○○できるように
なりたい」「○○を
やりたくない」と記
載し、利用者・家族
どちらの認識か明
確にしその理由に
ついて確認する。
●利用者と家族の
意向が異なった場
合には、それぞれ
記載する。
●家族が言ってい
ることで本人が傷
つく言葉はそのま
ま書かない。
●否定的ないし、
消極的な意向で
あった場合は、そ
の意向に対し直ち
にプランを立てるの
ではなく、なぜ消極
的なのか等の理由
を明らかにする。
これは具体策を検
討する際に参考情
報となる。

●主治医意見書等から特に注意すべき事柄を書く ●本来の支援を実施できるように働きかける、具体的な手順や方針を書く

●地域における資源不足により利用できる本来の支援ができていない場合は、

地域における新たな活動の創設等の必要性を記載する。

●利用者や家族、ケアスタッフが生活不活発病の改善、予防にむ

●居宅管理支援事業所に委託している場合に記入する。

●意見欄⇒利用者に対してのコメントを記入する。

●意見は特になければ無理に記入する必要はない。

●日付・地域包括支援センター名・記入者氏名は必ず記入する。

介護保険証の認定年月日

事業対象者には有効期間
の終わりは記載なし

注意：介護予防ケアマネジメントに自己作成はない 資料－１２
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計

画
作

成
者

氏
名

　
　

三
島

　
秋

子

年
 月

 日
年
 月

 日
内
　
　
　
　
容

H
2
9
年

１
０

月
３

０
日

目
標

の
１

つ
で

あ
る

週
３

回
以

上
の

散
歩

に
つ

い
て

は
、

今
の

と
こ

ろ
達

成

で
き

て
い

る
が

、
こ

こ
の

と
こ

ろ
寒

く
な

り
、

外
出

が
お

っ
く

う
に

な
っ

て

き
て

い
る

。
暖

か
い

時
間

帯
に

外
出

す
る

よ
う

に
し

、
又

、
転

倒
防

止
の

た
め

、

散
歩

前
に

自
宅

で
準

備
体

操
を

し
て

か
ら

出
か

け
る

よ
う

に
話

を
す

る
。

H
2
9
年

１
０

月
３

１
日

２
つ

目
の

目
標

で
あ

る
自

宅
内

で
の

自
主

的
体

操
に

つ
い

て
は

、
デ

イ
サ

ー

ビ
ス

で
教

え
て

も
ら

っ
た

、
椅

子
に

座
っ

て
行

う
体

操
を

毎
朝

実
施

し
て

い
る

。
椅

子
か

ら
大

腿
を

上
げ

る
運

動
を

し
て

い
る

が
、

以
前

に
比

べ

若
干

、
上

が
り

が
良

く
な

っ
た

気
が

す
る

と
言

わ
れ

る
。

H
2
9
年

１
1
月

３
0
日

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

の
運

動
器

機
能

向
上

評
価

で
は

、
歩

幅
が

広
が

り
歩

行
能

力

が
向

上
し

て
い

る
と

報
告

あ
り

。
今

後
も

、
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
や

自
宅

で
の

運
動

を

継
続

し
て

い
く

よ
う

、
家

族
も

含
め

て
目

標
の

確
認

を
し

た
。

次
回

、
３

ヶ
月

後
の

評
価

時
ま

で
、

状
況

を
確

認
し

な
が

ら
プ

ラ
ン

を
継

続
し

て

い
く

。

　
H
3
0
年

3
月

〇
〇

日
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

H
2
9
年

１
２

月
２

７
日

出
席

者
　

＊
１

会
場

検
討

内
容

　
＊

２

　

　

中
間

評
価

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

で
皆

で
食

べ
る

昼
食

が
と

て
も

お
い

し
い

と
言

わ
れ

る
。

　 中
間

評
価

を
実

施
す

る
。

※
１

　
介

護
予

防
支

援
・介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（第

１
号

介
護

予
防

支
援

事
業

）経
過

は
、

具
体

的
に

は
、

時
系

列
に

出
来

事
、

訪
問

の
際

の
観

察
（
生

活
の

活
発

さ
の

変
化

を
含

む
）
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
　

の
内

容
、

利
用

者
・家

族
の

考
え

な
ど

を
記

入
し

、
介

護
予

防
支

援
・介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（第

１
号

介
護

予
防

支
援

事
業

）
や

各
種

サ
ー

ビ
ス

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

か
を

判
断

し
、

必
要

な
場

合
に

は
方

針
変

更
を

行
う

た
め

の
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
開

催
、

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
や

家
族

と
の

調
整

な
ど

を
記

入
す

る
。

※
２

　
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
し

た
場

合
に

は
、

会
議

出
席

者
（所

属
（職

種
）氏

名
）、

検
討

し
た

内
容

等
を

記
入

す
る

。

転
倒

す
る

こ
と

も
な

く
、

日
常

生
活

を
維

持
さ

れ
て

い
る

。
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

行
か

な
い

日
は

、
シ

ル
バ

ー
カ

ー
を

使
用

し
て

近
所

を
散

歩
し

て
い

る
。

寒
く

な
っ

た
た

め
、

外
出

が
お

っ
く

う
に

な
っ

て
き

た
が

、
で

き
る

だ
け

体
を

動
か

す
よ

う
に

し
て

い
る

。

経
過

を
見

て
も

ら
い

、
治

療
を

続
け

て
い

る
。

　 ３
ヶ

月
に

一
度

の
定

期
訪

問
を

実
施

す
る

。

明
る

く
迎

え
て

い
た

だ
く

。
長

女
の

同
席

あ
り

。

日
を

楽
し

み
に

し
て

い
る

。
外

出
の

機
会

が
増

え
た

た
め

か
、

い
ら

い
ら

す
る

こ
と

も
少

な
く

な
り

、
精

神
的

に
も

安
定

し
て

い
る

様
子

。

○
○

様
と

電
話

で
話

す
。

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

の
日

課
に

慣
れ

た
た

め
、

通
所

に
よ

り
疲

れ
る

こ
と

も
な

く
な

っ
た

。
相

変
わ

ら
ず

膝
の

痛
み

は
あ

る
が

、
医

師
に

介
護

予
防

支
援

・
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（

第
１

号
介

護
予

防
支

援
事

業
）

経
過

記
録

（
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
要

点
を

含
む

）

  
 利

用
者

氏
名

  
  
  
  
  
 ○

　
○

　
　

○
○

○
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

内
　
　
　
　
容

電
話

連
絡

し
、

○
○

様
に

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

利
用

状
況

に
つ

い
て

確
認

す
る

。

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

の
他

利
用

者
や

ス
タ

ッ
フ

に
慣

れ
楽

し
く

参
加

さ
れ

て
い

る

様
子

。
現

在
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
で

行
っ

て
い

る
貼

り
絵

に
夢

中
に

な
っ

て
い

る
。

○
○

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

○
○

さ
ん

よ
り

連
絡

あ
り

。
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
で

友
人

も
で

き
、

他
利

用
者

と
よ

く
会

話
を

さ
れ

て
い

る
。

午
後

か
ら

は
疲

れ
る

様
子

も
見

ら
れ

、
時

々
、

横
に

な
っ

て
休

ん
で

も
ら

う
こ

と
も

あ
る

。

電
話

連
絡

す
る

。
ご

家
族

（
長

女
）

と
電

話
で

話
す

。
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

行
く

軽
度
要
介
護
認
定
者
に
対
す
る
福
祉
用
具
貸
与
を
行

う
場
合
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け
る
理
由
書
に

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
記
載
が
あ
る
部
分
を
添
付

資料 － １３



介
護

予
防

支
援

・
介

護
予

防
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
（

第
１

号
介

護
予

防
支

援
事

業
）

　
サ

ー
ビ

ス
評

価
表

利
用
者
名
 ：

殿
計

画
作

成
者

氏
名

総
合
的
な
方
針

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
意
見

プ
ラ

ン
継

続
介

護
給

付

プ
ラ

ン
変

更
予

防
給

付

終
了

介
護

予
防

・
生

活
支

援
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
事

業

一
般

介
護

予
防

事
業

終
了

  
　

 年
 　

月
　

 日

（
本
人
・
家
族
の
意
見
）

評
価

日

№

目
標
達

成
し

な
い

原
因

目
標

達
成

/
未

達
成

目
標
達
成
し
な
い
原
因

（
計
画
作

成
者

の
意

見
）

今
後

の
方

針
目
標

評
価
期
間

目
標
達
成
状
況

資料 － １４



 

介
護
予
防
支
援
・
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
第

1
号
介
護
予
防
支
援
事
業
）
サ
ー
ビ
ス
評
価
表

 
 

 
評
価
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Ｎ
ｏ

. 
 

利
用
者
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

計
画
作
成
者
氏
名

 
 

 

  

目
標

  
評
価
期
間

  
目
標
達
成
状
況

 
目
標

  
目
標
達
成
し
な
い
原
因

 
目
標
達
成
し
な
い
原
因

 

達
成

/未
達
成

  
（
本
人
・
家
族
の
意
見
）

 
（
計
画
作
成
者
の
評
価
）

 

 今
後
の
方
針

 

 

●
「
介
護
予
防
サ
ー

 
 
ビ
ス
・
支
援
計
画

 
 
表
」
に
記
載
し
て

 
 
い
る
合
意
を
得

 
 
ら
れ
た
最
終
の
具

 
 
体
的
な
目
標
を
転

 
 
記
す
る
。

 

 ●
「
介
護
予
防

 
 
サ
ー
ビ
ス
・
支

 
 
援
計
画
表
」
の

 
 
「
期
間
」
欄
か

 
 
ら
サ
ー
ビ
ス
提

 
 
供
開
始
月
の
最

 
 
も
早
い
月
か
ら

 
 
サ
ー
ビ
ス
提
供

 
 
終
了
月
の
最
も

 
 
遅
い
月
を
評
価

 
 
期
間
と
し
て
転

 
 
記
す
る
。

 

                  [達
成
し
た
場
合

] 
例
）

 
・
１
人
で
～
ま
で
行
く

 
 
こ
と
が
で
き
た
。

 
[達

成
で
き
な
か
っ
た

 
場
合

]  
例
）

 
・
～
ま
で
に
は
○
○
の
た

 
 
め
、
い
た
ら
な
か
っ
た

 
 
が
、
×
×
ま
で
行
く
こ

 
 
と
が
で
き
た
。

 
・
１
人
で
は
行
け
な
い

 
 
が
、
誰
か
が
付
き
添
え

 
 
れ
ば
行
け
る
よ
う
に

 

 ●
目
標
を
達
成

 
 
し
た
場
合
に

 
 
は
○
印
。

 

●
未
達
成
の
場

 
 
合
に
は
×
印

 
 
を
つ
け
る
。

 

 ●
何
故
、
目
標
が
達
成

 
 
さ
れ
な
か
っ
た
の

 
 
か
、
目
標
の
設
定
の

 
 
妥
当
性
を
含
め
利
用

 
 
者
・
家
族
の
認
識
を

 
 
確
認
し
、
原
因
を
記

 
 
載
す
る
。

 
例
）

 
・
も
う
少
し
で
○
○
ま

 
 
で
歩
け
る
と
思
っ
て

 
 
い
た
が
、
天
気
の
悪

 
 
い
日
が
続
き
、
思
っ

 
 
た
よ
う
に
外
出
で
き

 
 
な
か
っ
た
。

 

  
 

●
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者
と
し
て
の
意
見
を
ま
と
め

 
 
る
。

 

●
目
標
達
成
状
況
や
目
標
達
成
し
な
い
原
因
か
ら
、

 
 
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
観
点
を
踏
ま

 
 
え
て
記
載
す
る
。

 

例
）

 
・
当
初
の
目
標
は
達
成
さ
れ
、
歩
行
能
力
の
改
善
も

 
 
見
ら
れ
て
お
り
、
ご
本
人
の
生
活
意
欲
も
向
上
し

 
 
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
あ
き
ら
め
か
け
て
い
た
ハ

 
 
イ
キ
ン
グ
な
ど
へ
の
再
開
に
も
希
望
を
持
ち
始
め

 
 
て
い
る
。
デ
イ
ケ
ア
で
の
運
動
の
選
択
メ
ニ
ュ
ー

 
 
に
関
し
て
は
、
も
う
少
し
継
続
し
歩
行
能
力
の
状

 
 
況
を
勘
案
し
な
が
ら
、
終
了
時
期
の
検
討
を
行
っ

 
 
て
い
く
。

 
  ●
基
本
的
に
「
プ
ラ
ン
変
更
」
に
な
る
。

 
 
「
継
続
」
は
ま
れ
な
ケ
ー
ス
。
例
え
ば
ケ
ア
プ
ラ

 
 
ン
中
に
一
時
的
な
入
院
等
が
あ
り
、
プ
ラ
ン
の
サ

 
 
ー
ビ
ス
利
用
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
退
院
後
本
人

 
 
の
状
態
、
意
向
の
変
化
が
な
く
、
改
め
て
同
じ
ケ

 
 
ア
プ
ラ
ン
内
容
を
実
施
す
る
場
合
な
ど
。

 
 
「
終
了
」
は
サ
ー
ビ
ス
が
不
要
に
な
り
、
プ
ラ
ン

 
 
ニ
ン
グ
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
時
。

 

●
目
標
達
成
し
た
場
合
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
 
の
意
見
を
参
考
に
今
後
の
方
針
で
該
当
す
る
も
の

 
 
に
レ
点
を
つ
け
る
。

 

 
総
合
的
な
方
針

 
 
な
っ
た
。

 
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
意
見

 

●
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
委
託
し
た
場
合
に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者
に
対
し
て
、

 
 
記
載
す
る
。
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
対
す
る
対
象
者
の
状
況
や
事
業
所
か
ら
の

 

 □
 
プ
ラ
ン
継
続

  
□

 
介
護
給
付

 

  
 

●
今
後
の
支
援
の
総
合
的
な
方
針
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
観
点
か
ら

 
 
方
針
を
記
載
す
る
。

 
 
報
告
を
受
け
て
、
効
果
が
認
め
ら
れ
た
、
維
持
、
悪
化
等
の
判
定
を
し
、
そ
の
根

 
 
拠
も
記
載
す
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者
の
今
後
の
方
針
な
ど
が
適
切
で
な
い
場
合

 
 
は
、
詳
細
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
委
託
さ
れ
た

 
 
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者
の
方
針
の
統
一
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。

 

□
 
終
了

 
□

 
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

 

□
 
一
般
介
護
予
防
事
業

 

□
 
終
了

 

□
 
予
防
給
付

 
□

 
プ
ラ
ン
変
更

 

●
何
故
、
目
標
が
達
成
さ
れ

 

 
な
か
っ
た
の
か
、
利
用

 
 
者
・
家
族
の
意
見
を
含

 
 
め
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者

 
 
と
し
て
の
評
価
を
記
載
す

 
 
る
。

 

●
本
人
・
家
族
の
意
見
、
事

 

業
所
か
ら
の
モ
ニ
タ
リ
ン

 
 
グ
結
果
も
含
め
、
目
標
設

 
 
定
の
妥
当
性
や
サ
ー
ビ
ス

 
 
の
入
れ
方
に
つ
い
て
評
価

 
 
す
る
。
も
し
く
は
、
新
た

 
 
な
課
題
の
発
生
が
な
か
っ

 
 
た
か
も
含
め
て
分
析
す

 
 
る
。

 
例
）

 
・
□
□
が
原
因
で
～
を
し
ず

 
 
ら
く
な
っ
た
た
め
に
、
目

 
 
標
の
☆
☆
に
は
至
ら
な

 
 
か
っ
た
が
、
×
×
の
段
階

 
 
ま
で
は
到
達
で
き
た
。

 
・
目
標
達
成
の
た
め
に
歩
行

 
 
距
離
を
伸
ば
そ
う
と
頑

 
 
張
っ
て
い
た
が
、
外
出
時

 
 
に
転
倒
し
た
こ
と
か
ら
、

 
 
不
安
が
増
大
し
、
意
欲
が

 
 
低
下
し
て
し
ま
い
、
当
初

 
 
の
目
標
に
届
か
な
か
っ

 
 
た
。
支
援
経
過
に
お
い

 
 
て
、
目
標
の
ハ
ー
ド
ル
を

 
 
少
し
下
げ
る
な
ど
の
工
夫

 
 
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ

 
 
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

 
る
。

 

 

●
評
価
期
間
内
に
目
標
が

 

 
ど
の
程
度
達
成
で
き
て

 
 
い
る
か
、
生
活
機
能
が

 
 
ど
れ
だ
け
向
上
・
維
持

 
 
で
き
た
の
か
を
具
体
的

 
 
に
転
記
す
る
。

 

●
評
価
の
際
は
、
サ
ー
ビ

 

 
ス
事
業
者
が
行
う
事
前

 
 
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
事
後

 
 
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果

 
 
等
か
ら
の
情
報
を
集
約

 
 
し
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成

 
 
者
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と

 
 
併
せ
て
利
用
者
の
生
活

 
 
機
能
全
体
に
関
す
る
評

 

 
価
を
行
う
。

 

●
介
護
支
援
事
業
所
に
委
託
し
た
場
合
に
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者
に
対
し
て
、
記
載
す
る
。

介
護
予
防
プ
ラ
ン
に
対
す
る
対
象
者
の
状
況
や
事
業
所
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、
効
果
が
認

め
ら
れ
た
、
維
持
、
悪
化
等
の
判
定
を
し
、
そ
の
根
拠
も
記
載
す
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者

の
今
後
の
方
針
な
ど
が
適
切
で
な
い
場
合
は
、
詳
細
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
と
委
託
さ
れ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
者
の
方
針
の
統
一
を
は
か
る
必
要
が
あ

る
。
そ
の
後
、
コ
ピ
ー
を
包
括
で
、
原
本
は
委
託
先
に
保
管
。

 

 ●
評
価
時
に
、
評
価
期
間
が
終
わ

っ
て
い
な
い
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

も
い
っ
た
ん
評
価
を
行
う
。

 
●
福
祉
用
具
購
入
・
レ
ン
タ
ル
・

給
食
サ
ー
ビ
ス
・
自
費
サ
ー
ビ
ス

の
評
価
も
目
標
設
定
し
て
い
れ
ば

評
価
す
る
。

 
●
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
保
留
し
て
い

る
場
合
も
そ
の
旨
を
記
載
す
る
。

 

包
括
に
提
出
す
る
日
や
記
載
し

た
日
で
は
な
く
、
評
価
し
た
日

を
記
載

 

資料－１５ 



 

  介護予防ケアプラン作成及び記入上の注意点 

１ サービス種別の記入について 

（１） 訪問型サービスと通所型サービスの記載については、ケアプランの中に種別がわかるように

記載してください。 

(ア) 訪問型サービス 

① 総合事業訪問介護（身体介護）１回／週 ２回／週 ３回／週 

② 総合事業訪問介護（例外申請）１回／週 ２回／週 ３回／週 

② 訪問型サービス A １回／週 ２回／週 

③ 訪問型サービス B  

(イ) 通所型サービス 

① 総合事業通所介護 １回／週 ２回／週 

② 総合事業通所介護（回数増加申請） ２回／週 

２ ケアプランの期間について 

介護予防サービス・支援計画書に位置づける「期間」（一番右の欄）の考え方 

   本来は認定有効期間や目標を考慮し、設定することになりますが、一般的には３ヶ月から６

ヶ月の間で設定することが標準であると考えます。そのため、三島市では６ヶ月の期間を最

大とします。 

３ 評価期間と中間評価について 

（１） 評価について 

「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第 1 号介護予防支援事業）サービス評価表」

を用いて評価を行うこととし、これにより「介護予防サービス・支援計画書」で定めたサ

ービス利用期間後のサービス利用等についての判定を行います。 

（２） 中間評価について 

運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、一体的サービス提供加算のいず

れかを算定している場合は３ヶ月を目安に中間評価を行い、「支援経過記録」に中間評価と

して記載してください。 

（３） 支援経過の記載 

１ヶ月に１回は行うこととし、計画期間内における中間的な評価を容易に行うことができ

るようにしてください。又、サービス担当者会議の記載も支援経過記録にしてください。 

※ 要支援者等の状態によっては一律に期間を設定することが適切でない場合があります。不

安定な状態であれば、評価期間や中間評価期間が短くなることもあります。 

※ 要支援者等の状況が大きく変化した場合、評価期間を待たずに「介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント（第 1 号介護予防支援事業）サービス評価表」を用いて評価し、「介護

予防サービス・支援計画書」を変更してください。 

（４）評価の提出について 

    「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第 1 号介護予防支援事業）サービス評価表」

を用いて評価をした時（標準的には６ヶ月）地域包括支援センターに提出し、評価表の下

段に意見をもらってください。 

資料‐１６ 



 

４ 暫定ケアプランの考え方について  

 

（１） 暫定ケアプランに関する Q＆A（国通知） 

（２）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国の QA に従い、暫定でサービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所か介護予防支援事業所

のどちらかで居宅の届け出をし、居宅を出した方の様式で暫定ケアプランを作成する。どちらかで

居宅の届け出がされていれば認定日に遡って給付が行える。要介護要支援認定前の居宅の届け出は

自動的に保険者で取り下げられるため、遡って新たに居宅の届け出を行う。 

   新規申請の認定前にサービス利用の場合や認定有効期間経過後に認定結果が出た場合など、認定

日までの暫定プラン及び、認定日以降のプランを作成し本人の承諾を得る。 

 

（２）事業対象者の暫定ケアプランについて 

   事業対象者に暫定ケアプランはない。 

  

 

 

暫定ケアプラン 

Ｑ 要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度）が確定

するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付

と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。 

Ａ いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。し

たがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届出の上で、居宅

介護支援事業者又は介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもらい、又は自ら作成し、当

該暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが考えられる。その際､居宅介護支援事業者（介

護予防支援事業者）は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者（要介護者）であると思われる

ときには、介護予防支援事業者（居宅介護支援事業者）に作成を依頼するよう当該被保険者に介護

予防支援事業者を推薦することが考えられる。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定ケアプ

ランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成し

た暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して

給付がなされないことがないようにすることが望ましい。なお、いずれの暫定ケアプランにおいて

も、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるよう介護予防サービス事業者及び

居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置付けることが考えら

れる。 
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例外的な総合事業訪問介護利用申請書 

 

申 請 日      年   月   日 

 

三島市長あて 

 

申 請 者  事業所名          

氏 名 

 

 

以下の利用者は、総合事業訪問介護の利用が必要と考えますので、ケアプラン、サービ

ス担当者会議の記録を添えて申請します。 

被 保 険 者 番 号   

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  年   月   日 年 齢    才 

基本チェックリスト実施日   年   月   日 

総合事業訪問介護事業者名  

総合事業訪問介護 

利 用 が 必 要 な 理 由  

 

総合事業訪問介護利用予定期間 
  年  月  日  ～     年  月  日 

※事業対象者は２年以内とし、要支援認定者は認定有効期間内とする。 

 

※地域包括支援センターまたは委託を

受けた居宅介護支援事業所の職員 

資料 ―  １７ 



 

 

事業対象者の総合事業通所介護利用回数増加申請書 

 

申 請 日      年   月   日 

 

三島市長あて 

 

申 請 者  事業所名          

氏 名 

 

 

以下の利用者は、要支援２の者と同回数のサービス利用が必要と考えますので、アセス

メントシート、ケアプラン、サービス担当者会議の記録を添えて申請します。 

被 保 険 者 番 号   

氏 名  

住 所  

生 年 月 日  年   月   日 年 齢    才 

基本チェックリスト実施日   年   月   日 

利用サービス・事業者名  

利 用 回 数 増 加 の 理 由 

 

利用回数増加予定期間  

  年  月  日  ～     年  月  日 

 

※利用回数増加予定期間は２年以内とする。 

 

※地域包括支援センターまたは委託を

受けた居宅介護支援事業所の職員 
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軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与 

                                             

１ 提出書類および提出先 

【要支援１・２で種目が車椅子及び車椅子附属品、移動用リフトのみの人】 

（１）提出書類 

① 例外的に福祉用具を介護予防ケアプランに位置付ける理由書 

② 介護予防サービス・支援計画表 支援経過記録（サービス担当者会議の記録のある部分） 

（２）提出先 

担当地区の地域包括支援センター 

【要介護 1で種目が車椅子及び車椅子附属品、移動用リフトのみの人】 

（１）提出書類  

① 軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書 

② 居宅サービス計画書（第１表・第２表） サービス担当者会議の要点（第４表） 

③ 福祉用具貸与計画書 

④ 医師の意見が明記されている資料（主治医意見書等） 

（２）提出先 

三島市役所介護保険課介護保険係 

【種目が特殊寝台及び付属品・床ずれ防止用具及び体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・自動

排泄装置の人】 

（１）提出書類  

① 軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書 

② ＜要介護 1＞居宅サービス計画書（第１表・第２表） サービス担当者会議の要点（第４表） 

＜要支援 1・2＞介護予防サービス・支援計画表 支援経過記録（サービス担当者会議の記録

のある部分） 

③ 福祉用具貸与計画書 

④ 医師の意見が明記されている資料（主治医意見書等） 

（２）提出先 

三島市役所介護保険課介護保険係 

※要支援１・２の方は市への提出前に担当地区の地域包括支援センターにて確認を受けてくだ

さい。 

２ 継続利用について                                                    

継続利用が必要な場合には、ケアプランを見直した都度、書類一式を提出してください。（要支援

認定者については各地域包括支援センターへの提出も同様） 

３ その他                                                            

軽度者に関わらず、福祉用具貸与をケアプランに位置付ける場合は、主治医から得た情報や福祉用

具専門相談員等による専門的な意見をもとにサービス担当者会議等を通じて必要性を検討し、福祉

用具貸与が必要な根拠をケアプランに記載しなければなりません。継続利用も同様に、アセスメン

トにおいて具体的根拠の基、適切なケアマネジメントをお願いいたします。 

資料 ―  １８ 



軽度者（要支援１・２、要介護１）に対する福祉用具貸与について（特例給付） 

（ただし、自動排泄処理装置については、要介護２、３も含む） 

 

 福祉用具貸与の判断手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

対象福祉用具 

車いす及び車いす

付属品 

特殊寝台及び特

殊寝台付属品 

床ずれ防止用具及

び体位変換器 

認知症老人徘徊感知器 移動用リフト 自動排泄処理

装置 

＜給付要件＞ 別表に定める「厚生労働大臣が定める者のイ」に該当しなければならない。 

車いす及び車

いす付属品 

「日常生活範囲における移動の支

援が特に必要と認められる者」であ

る 

移動用リフト 「生活環境において段差の解消が

必要と認められる者」である 

給付可 「厚生労働大臣が定める者のイ」に対応する基本調査の結果に該当する 

種目が 車いす及び車いす付属品 移動用リフト 

疾病その他の原因により、次のⅠ～Ⅲいずれかに該当するもの。 

Ⅰ 日によって又は時間帯によって、頻繁に「福祉用具を必要と

する状態」に該当する者 

（例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象 等） 

Ⅱ 状態が急速に悪化し、短期間のうちに「福祉用具を必要とす

る状態」になることが確実に見込まれる者 

Ⅲ 身体への重大な危険回避等の医学的判断から「福祉用具を必

要とする状態」に該当する者 

（例：ぜんそく発作時等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害

による誤嚥性肺炎の回避 等） 

給付不可 

市・包括への確認

手続き不要 ※ 

種目が 

・特殊寝台及び特殊寝台付属品 

・床ずれ防止用具及び体位変換器 

・認知症老人徘徊感知器 

・自動排泄処理装置 

             である。 

給付可 

地域包括支援センター（要支援１・２）

又は三島市（要介護１）に書類提出し、

給付可の判断がある。 

（提出書類） 

① 軽度要介護認定者に対する福祉用具

貸与のための理由書（要介護１） 

例外的に福祉用具貸与をケアプラン

に位置付ける理由書（要支援１・２） 

② 第１表・第２表・第４表（要介護１） 

介護予防サービス・支援計画表 支援

経過記録（要支援１・２） 

③ 福祉用具貸与計画書（要介護１） 

④ 医師の意見が明記されている資料（主

治医意見書等）（要介護１） 

給付可 

以下の（１）（２）のすべての要件を満たし、これらについて

市に確認を受けた場合に給付対象となる。 

（１） 上記Ⅰ～Ⅲのいずれかに該当する旨が医師の医学的

な所見に基づき判断されている。 

（２） サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメ

ントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断

されている。 

（確認申請書類） 

① 軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書 

② 第１表・第２表・第４表（要介護１） 

介護予防サービス・支援計画表 支援経過記録（要支援１・

２） 

③ 福祉用具貸与計画書 

④ 医師の意見が明記されている資料（主治医意見書等） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

YES 

NO NO 

YES 

YES 

YES 
NO 

YES 

給付

不可 

NO 

軽度者に対する福祉用具貸与フロー図 

YES

 

※①主治医から得た情報 
②福祉用具専門相談員ほか
軽度者の状態像について適
切な助言が可能な者が参加
するサービス担当者会議等を
通じたケアマネジメントによる
判断が必要。 
①②の確認内容については、
必ず支援経過の文書に記録
を残すこと。 

YES 



別 表 

対象種目 厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果 

車いす及び車いす

付属品 

次のいずれかに該当する者  

（１）日常的に歩行が困難な者 （１） 基本調査１－７ 「３． できない」 

（２）日常生活範囲における移

動の支援が特に必要と認めら

れる者 

基本調査では該当項目がないため判断できない。 

→サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより該

当するか判断し、要支援１・２は各地域包括支援センター、要

介護 1 は三島市介護保険課へ理由書を提出する。 

特殊寝台及び特殊

寝台付属品 

次のいずれかに該当する者  

（１）日常的に起き上がりが困

難な者 
（１） 基本調査１－４ 「３. できない」 

（２）日常的に寝返りが困難な

者 
（２） 基本調査１－３ 「３. できない」 

床ずれ防止用具及

び体位変換器 
日常的に寝返りが困難な者 基本調査１－３ 「３. できない」 

認知症老人徘徊感

知機器 

次のいずれにも該当する者  

（１）意思の伝達、介護者への

反応、記憶・理解のいずれかに

支障がある者 

基本調査３－１ 

「１ .調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 

又は、基本調査３－２～３－７いずれか 

「２. できない」 

又は、基本調査３－８～４－１５のいずれか 

「１. ない」以外、 

その他、主治医意見書において認知症の症状がある旨が

記載されている場合も含む。    

（２）移動において全介助を必

要としない者 
基本調査２－２ 「４. 全介助」以外 

移動用リフト（つり

具の部分を除く） 

次のいずれかに該当する者   

（１）日常的に立ち上がりが困

難な者 
基本調査１－８ 「３. できない」 

（２）移乗が一部介助又は全介

助を必要とする者 
基本調査２－１ 「３. 一部介助」又は「４. 全介助」 

（３）生活環境において段差の

解消が必要と認められる者 

基本調査では該当項目がないため判断できない。 

→サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントによ

り該当するか判断し、要支援１・２は各地域包括支援セ

ンター、要介護 1 は三島市介護保険課へ理由書を提出す

る。 

自動排泄処理装置 

次のいずれにも該当する者  

（１）排便が全介助を必要とす

る者 
基本調査２－６ 「４. 全介助」 

（２）移乗が全介助を必要とす

る者 
基本調査２－１ 「４. 全介助」 
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三島市長　あて　

□　サービス担当者会議出席

医療機関名

可否の区分

被保険者自身の自立支援や、重度化防止のために、

□　福祉用具貸与を介護（予防）給付として位置づけることについて可とする

□　福祉用具貸与を介護（予防）給付として位置づけることについて条件を付し可とする

□　福祉用具貸与を介護（予防）給付として位置づけることについて不可とする

※付される
条件

（　　　　　　）ヶ月後に再度、理由書の提出をして下さい。

（　　　　　　）ヶ月後に、介護（予防）サービス計画書の2表及び、アセスメントシートを提出してください。

※市への提出資料（下記資料が必要です。市に提出する前に✔し、ご確認ください。）

　　□　軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書

　　□  ケアプラン　１表、２表、４表の写し　（予防の場合は「介護予防サービス・支援計画表」とサービス担当者会議の議事記録）

　　□　医師の意見が明記されている資料　（上記、医学的所見の確認方法の書式のいずれか1つの写し）

　　□　福祉用具貸与事業者（福祉用具専門相談員等）作成の福祉用具サービス計画書（写し）

保険者記入欄

主治医名

貸与開始予定年日　　　　　　　年　　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

医学的所見の確認
方法　（該当に✔）

□　主治医意見書 □　主治医・ケアマネ連絡票 □　医師の診断書

□　カンファレンス等での聞き取り

□　自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引するものを除く）

□　「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」

□　「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」

□　疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に

　　利用者等告示第31号のイに該当する者。

□　疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者告示第31号のイ

認定有効期間　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

理由書提出履歴　　　　　　なし　　　・　　あり　（　　　　　　年　　　　　月　　提出　要介護度：　　　　　　　　　　　　　　　）　

貸与品目及び状態像
（該当に✔）

□　車いす及び車いす付属品

□　移動用リフト（吊り具の部分を除く）

□　特殊寝台及び特殊寝台付属品

□　床ずれ防止用具及び体位変換器

□　認知症老人徘徊探知機

　　に該当することが確実に見込まれる者。

□　疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断

　　から、利用者告示第31号のイに該当すると判断できる者。

被保険者氏名 要介護度 　要支援　　１　　２　　要介護　　１　　２　　３　

住　　　所

被保険者番号 生年月日 　T　・　S　　　　　年　　　　月　　　　日

フリガナ 年齢　・　性別 　　（　　　　　）歳　　　・　　男　/　女

事業所名

担当介護支援専門員名

連絡先

軽度要介護認定者に対する福祉用具貸与のための理由書

　　　　　　　年　　　月　　　日
  医師の医学的所見と、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに基づき、居宅介護（介護予防）サービス

計画に指定（介護予防）福祉用具貸与を位置付けることについて理由書を提出します。

事業所番号
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　別　紙

　※軽度者に対する福祉用具貸与フロー図も併せてご確認ください。

2018年（平成30年）10月改訂　　

　　　　　　　　 （一）日常的に立ち上がりが困難な者

　　　　　　　　 （二）移乗において一部介助又は全介助を必要とする者

　　 　　　　　　（三）生活環境において段差の解消が必要と認められる者

　　　　　（６）　自動排泄処理装置　次のいずれにも該当する者

　　　　　　　 　（一）排便において全介助を必とする者

　　　　　　　 　（二）移乗において全介助を必要とする者

　　 　　　　 　（二）日常的に寝返りが困難な者

　　　　　（３）　床ずれ防止用具及び体位変換器　　　日常的に寝返りが困難な者

　　　　　（４）　認知症老人徘徊感知機器　次のいずれにも該当する者

　　　　　　　　 （一）意思の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者

　　　　　　　　 （二）移動において全介助を必要としない者

　　　　　（５）　移動用リフト（つり具の部分を除く）　次のいずれかに該当する者

　　　次に掲げる福祉用具の種類に応じ、それぞれ次に掲げる者

　　　　　（１）　車いす及び車いす付属品　　次のいずれかに該当する者

　　　　　　　  （一）日常的に歩行が困難な者

　　　　　　　  （二）日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者

　　　　　（２）　特殊寝台及び特殊寝台付属品　次のいずれかに該当する者

　　 　　　　 　（一）日常的に起き上がりが困難な者

３  疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号

   （予防の場合は第88号において準用第31号）のイに該当すると判断できる者

   　　　　　　　　　　　  ( 例　ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避　）

　　注　括弧内の状態はあくまでも1～３の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎない。

　　　　 また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、１～３の状態であると判断される場合もありうる。

　【給付要件としての厚生労働大臣が定める者のイについて】

     介護支援専門員（担当職員）が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差支えない。

１  疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示 第31号

　  （予防の場合は第88号において準用第31号）のイに該当する者。

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　  ( 例　パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象　等　）

２  疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号（予防の場合は第88号において

    準用第31号）のイに該当することが確実に見込まれる者。　　　　　 ( 例　がん末期の急速な状態悪化　）

　　アマネジメントにより指定支援事業所が判断することとなる。　なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に

　　記載された必要な理由を見直す頻度（必要に応じて随時）で行うこととする。

ウ　また、アに関わらず、次の１から３までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービ

　　 ス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあって

     は、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否の判断することができる。

     この場合において、当該医師の医学的所見については、主治医意見書による確認の他、医師の診断書又は担当の

　【要介護１の者等に係る指定福祉用具貸与費について】　　平成12年3月1日　老企第36号　第2の９（２）　より抜粋

ア　原則として別表に定めるところにより、「要介護認定当基準時間の推計の方法」（平成11年厚生省告示第91号）別表第1

　　の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に基本調査の結果という）を用い、その要否を判断するものとする。

イ　ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの（三）「生活環境において段差

　　の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具

　　専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケ



 

年  月  日 

 

各居宅介護支援事業者 様 

 

○○地域包括支援センター 

センター長        

 

   〇年〇月分給付管理事務について（お願い） 

 日頃より地域包括支援センター事業に御協力いただきありがとうございます。 

さて、御多忙の折恐縮ですが、別添「給付管理票作成一覧 〇年〇月提出分」を

御確認いただき、別添「予防給付及び介護予防・生活支援サービス給付管理事務連

絡票」に利用者全員分を御記入の上、下記のとおり提出くださいますようお願いし

ます。 

記 

１ 提出書類 

① 「給付管理票 作成一覧   〇年〇月提出分」 

② 「 〇年 〇月提出分 予防給付及び介護予防・生活支援サービス給付管理

事務連絡票」 

③ 委託全員分の給付管理票、サービス利用票及び別表 

２ 提出期限    年 月 日（ ）まで（厳守でお願いします。） 

３ 提出場所  〇〇地域包括支援センター 

４ その他 

  裏面「給付管理事務連絡票の記載上注意点」を御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 ―１９ 



給付管理事務連絡票の記載上注意点 

 

「給付管理票 作成一覧   〇年 〇月提出分」は、「給付管理票 作成一覧   

〇年〇月提出分」及び 〇月の連絡票を基に作成しております。 

「給付管理票 作成一覧   〇年〇月提出分」を確認していただき、利用者全

員分記載し、御提出ください。必ず単位数まで確認し、単位数等に変更があれば

連絡票に必要事項を記載してくださるようお願いします。利用者全員分の給付管

理票・利用票・別表を添付してください。 

 

1 区分欄の記入方法 

①  新規について 

初回加算がつく方について御記入ください。（新規・２か月以上のサービス利用

がなく再開した方）更新申請により事業対象者となった方については「その他」

に○をつけてください。 

②  変更について 

以下に該当する場合等は御記入ください。 

・新たに別のサービスを追加 

・サービス提供事業所を変更 

・ショートステイや訪問看護、総合事業訪問介護、総合事業通所介護、訪問型サ

ービス A 等、月単位以外のサービスで利用日数に増減がある 

・介護予防ケアマネジメント費⇔介護予防支援費間の変更がある 

③  削除について 

  対象者の死亡や転出、入院等によりサービスが未利用、状態の変化により区分変

更中である（区分変更中の方は給付の請求ができないため）等 

④ その他 

  月遅れ請求や加算等の付け忘れによる修正請求、要支援認定の更新者、サービ

ス内容に変更がない等 

 

２ 委託連携加算欄の記入方法 

指定介護予防支援事業所が、利用者に提供する指定介護予防支援を指定居宅介

護支援事業所に委託する際、利用者に係る必要な情報を指定居宅介護支援事業所

に提供し、介護予防サービス計画の作成等に協力した場合に、委託を開始した日

の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として所定単位数を加算します。

加算を算定する場合は、「委託連携加算欄」の有に〇をつけてください。 
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介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パターン
（１）総合事業サービスを利用する場合の給付管理票及び介護予防支援費／介護予防ケアマネジメント費の作成

限度額管
理対象

限度額管
理対象外

限度額管
理対象

限度額管
理対象外

限度額管
理対象

限度額管
理対象外

1 ○ － － － － － 要
居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理
対象サービス（※１）

居宅介護支援費

2 ○ ○ － － － － 要 居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理
対象サービス（※１）

居宅介護支援費

3 － ○ － － － － 不要 ―
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求（※４））

4 － － － － － － 不要 ―
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求（※４））

5 － － ○ － － － 要
介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）

介護予防支援費

6 － － ○ ○ － － 要 介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）

介護予防支援費

7 － － ○ － ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）
総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※3）

介護予防支援費

8 － － ○ － － ○ 要 介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）

介護予防支援費

9 － － ○ ○ ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）
総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※3）

介護予防支援費

10 － － ○ ○ － ○ 要
介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）

介護予防支援費

11 － － ○ － ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）
総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※3）

介護予防支援費

12 － － ○ ○ ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着介護予防サービスのうち
限度額管理対象サービス（※２）
総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※3）

介護予防支援費

13 － － － ○ ○ － 要 総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※３） 介護予防ケアマネジメント費

居宅管理指導・福祉用具の購入・住宅
改修と訪問型サービス（総合事業訪問
介護・訪問型サービスA）通所型サービ
ス（総合事業通所介護）

14 － － － ○ － ○ 不要 ― 介護予防ケアマネジメント費
居宅管理指導・福祉用具の購入・住宅
改修と　訪問型サービスB・三島市配食
サービス・自主活動につなげた等

15 － － － ○ ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※３） 介護予防ケアマネジメント費

居宅管理指導・福祉用具の購入・住宅
改修と訪問型サービス（総合事業訪問
介護・訪問型サービスA・B）通所型
サービス（総合事業通所介護）・三島市
配食サービス・自主活動につなげた等

16 － － － － ○ － 要 総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※３） 介護予防ケアマネジメント費
訪問型サービス（総合事業訪問介護・
訪問型サービスA）・通所型サービス
（総合事業通所介護）

17 － － － － ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※３） 介護予防ケアマネジメント費

訪問型サービス（総合事業訪問介護・
訪問型サービスA・B）・通所型サービス
（総合事業通所介護）・三島市配食
サービス・自主活動につなげた等

18 － － － － － ○ 不要 ―
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求（※４））

訪問型サービスBと三島市配食サービ
スや自主活動につなげた等

19 － － － － － － 不要 ―
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求（※４））

三島市配食サービスのみ　自主活動に
つなげた等

20 － － － － ○ － 要 総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※３） 介護予防ケアマネジメント費
訪問型サービス（総合事業訪問介護・
訪問型サービスA）・通所型サービス
（総合事業通所介護）

21 － － － － － ○ 不要 ―
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求（※４））

訪問型サービスBと三島市配食サービ
スや自主活動につなげた等

22 － － － － ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度管理対象サービス（※３） 介護予防ケアマネジメント費

訪問型サービス（総合事業訪問介護・
訪問型サービスA・B）・通所型サービス
（総合事業通所介護）・三島市配食
サービス・自主活動につなげた等

23 － － － － － － 不要 ―
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求（※４））

三島市配食サービスのみ　自主活動に
つなげた等

NO 利用者

利用サービス
給付管
理票の
提出

給付管理票に記載するサービス
予防給付介護給付

事

業

対

象

者

三島市のサービス例
総合事業 居宅介護支援費／

介護予防支援費／
介護予防ケアマネジメント費

要

支

援

者

予防給付のサービスを継続して利用す
る必要がある。「多様なサービス」の導
入が難しいケース等。
＊状態等を踏まえながら多様なサービ
スに利用を促進していくことが重要。

要

介

護

者

介護給付を受ける前から訪問型サービ
スBを利用し、要介護認定を受けた後
も、介護給付を受けながら継続して訪
問型サービスBを利用するケース（継続
利用要介護者）

継続利用要介護者が、介護給付にお
けるサービスを利用せず、訪問型サー
ビスBのみを利用する場合

（※４）

住所地特例適用被保

険者の介護予防ケア

マネジメント費は施設

所在市町村へ請求

（※２）

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防福祉用具貸与

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（介護保険施設）

介護予防短期入所療養介護（介護療養施設等）

介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用型）

（※３）

訪問型サービス（独自）

通所型サービス（独自）

資料 － ２０

（※１）

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション

福祉用具貸与

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護（短期利用型）

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期利用）
短期入所生活介護

短期入所療養介護（介護保険施設）

短期入所療養介護（介護療養施設等）

短期入所療養介護（介護医療院）

認知症対応型共同生活介護（短期利用型）



          《FAX送信票》 医師と介護支援専門員の連絡票 

  年  月  日 

医療機関名     

住所   事業所名  

医師名  先生  ケアマネ  

TEL   TEL  

FAX   FAX  

 

氏名  様  明・大・昭  年  月  日生 

事業対象者・要支援（ ）・要介護（ ） 認定有効期間    年  月  日 ～    年  月  日 

日頃より大変お世話になっております。下記の件につきご連絡申し上げました。お忙しいところ誠に恐れいりま

すが、ご都合のよい連絡方法につきましてご回答いただきたく存じます。FAXでの返信をどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

※この連絡票では診療情報提供料の算定はできませんのでご了承ください。 

ケアマネジャーより 照会目的 

□ 担当ケアマネジャーとなりましたのでよろしくお願い致します（ご挨拶） 

□ ケアプラン作成にあたり病状や病態についてご相談をお願いいたします 

□ 主治医の先生へ下記の事項について医学的意見・指示についてのお伺いいたします 

① 利用者の医療・看護・介護・症状の確認について 

② 担当者会議に際してのご意見について 

③ 福祉用具貸与（購入）について 

④ 医療系サービスを導入について 

⑤ 利用者の下記状況についての相談 

 

 

 

担当介護支援専門員：         

医師より（回答） 
□ はい、分かりました。 

□ 直接会います。 （日時：  月  日、場所：      、時間帯は  時頃） 

□ 電話を下さい。 （日時：  月  日、時間帯は   時頃） 

□ メールに再度相談してください。（E-mail:                    ） 

【サービス担当者会議に□出席します（□診療所□利用者宅□施設 □その他  ）□出席しません】 

[返信事項] 

 

 

 

 

医師サイン： 

【三島市医師会・三島市介護支援専門員連絡協議会】 
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３
　

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

軽
微

な
変

更
の

内
容

に
つ

い
て

（ケ
ア

プ
ラ

ン
の

作
成

）

　
「
指

定
居

宅
介

護
支

援
等

の
事

業
の

人
員

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

に
つ

い
て

（
平

成
1
1
年

７
月

2
9
日

老
企

2
2
号

厚
生

省
老

人
保

健
福

祉
局

企
画

課
長

通
知

）
」
（
以

下
、

「
基

準
の

解
釈

通
知

」
と

い
う

。
）
の

「
第

Ⅱ
　

指
定

居
宅

介
護

支
援

等
の

事
業

の
人

員
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
」
の

「
３

　
運

営
に

関
す

る
基

準
」
の

「
（
７

）
指

定
居

宅
介

護
支

援
の

基
本

取
扱

方
針

及
び

具
体

的
取

扱
方

針
」
の

「
⑯

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
変

更
」
に

お
い

て
、

居
宅

サ
ー

ビ
ス

計
画

を
変

更
す

る
際

に
は

、
原

則
と

し
て

、
指

定
居

宅
介

護
支

援
等

の
事

業
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（
平

成
1
1
年

３
月

3
1
日

厚
令

3
8
、

以
下

「
基

準
」
と

い
う

。
）
の

第
1
3
条

第
３

号
か

ら
第

1
2
号

ま
で

に
規

定
さ

れ
た

ケ
ア

プ
ラ

ン
作

成
に

あ
た

っ
て

の
一

連
の

業
務

を
行

う
こ

と
を

規
定

し
て

い
る

。
　

な
お

、
「
利

用
者

の
希

望
に

よ
る

軽
微

な
変

更
（
サ

ー
ビ

ス
提

供
日

時
の

変
更

等
）
を

行
う

場
合

に
は

、
こ

の
必

要
は

な
い

も
の

と
す

る
。

」
と

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
曜

日
変

更
　

利
用

者
の

体
調

不
良

や
家

族
の

都
合

な
ど

の
臨

時
的

、
一

時
的

な
も

の
で

、
単

な
る

曜
日

、
日

付
の

変
更

の
よ

う
な

場
合

に
は

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
回

数
変

更
　

同
一

事
業

所
に

お
け

る
週

１
回

程
度

の
サ

ー
ビ

ス
利

用
回

数
の

増
減

の
よ

う
な

場
合

に
は

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

利
用

者
の

住
所

変
更

　
利

用
者

の
住

所
変

更
に

つ
い

て
は

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

事
業

所
の

名
称

変
更

　
単

な
る

事
業

所
の

名
称

変
更

に
つ

い
て

は
、

「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

目
標

期
間

の
延

長

　
単

な
る

目
標

設
定

期
間

の
延

長
を

行
う

場
合

（
ケ

ア
プ

ラ
ン

上
の

目
標

設
定

（
課

題
や

期
間

）
を

変
更

す
る

必
要

が
無

く
、

単
に

目
標

設
定

期
間

を
延

長
す

る
場

合
な

ど
）
に

つ
い

て
は

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

ら
は

あ
く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

福
祉

用
具

で
同

等
の

用
具

に
変

更
す

る
に

際
し

て
単

位
数

の
み

が
異

な
る

場
合

　
福

祉
用

具
の

同
一

種
目

に
お

け
る

機
能

の
変

化
を

伴
わ

な
い

用
具

の
変

更
に

つ
い

て
は

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

目
標

も
サ

ー
ビ

ス
も

変
わ

ら
な

い
（
利

用
者

の
状

況
以

外
の

原
因

に
よ

る
）
単

な
る

事
業

所
変

更

　
目

標
も

サ
ー

ビ
ス

も
変

わ
ら

な
い

（
利

用
者

の
状

況
以

外
の

原
因

に
よ

る
）
単

な
る

事
業

所
変

更
に

つ
い

て
は

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

配
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

が
変

わ
る

だ
け

の
場

合

　
第

一
表

の
総

合
的

な
援

助
の

方
針

や
第

二
表

の
生

活
全

般
の

解
決

す
べ

き
課

題
、

目
標

、
サ

ー
ビ

ス
種

別
等

が
変

わ
ら

な
い

範
囲

で
、

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

サ
ー

ビ
ス

内
容

が
変

わ
る

だ
け

の
場

合
に

は
、

「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

対
象

福
祉

用
具

の
福

祉
用

具
貸

与
か

ら
特

定
福

祉
用

具
販

売
へ

の
変

更

指
定

福
祉

用
具

貸
与

の
提

供
を

受
け

て
い

る
対

象
福

祉
用

具
（
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（
平

成
1
1
年

厚
生

省
令

第
3
7
号

）
第

1
9
9
条

第
２

号
に

定
め

る
対

象
福

祉
用

具
を

い
う

。
）
を

そ
の

ま
ま

特
定

福
祉

用
具

販
売

へ
変

更
す

る
場

合
に

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。

担
当

介
護

支
援

専
門

員
の

変
更

　
契

約
し

て
い

る
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

に
お

け
る

担
当

介
護

支
援

専
門

員
の

変
更

（
但

し
、

新
し

い
担

当
者

が
利

用
者

は
じ

め
各

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
と

面
識

を
有

し
て

い
る

こ
と

。
）
の

よ
う

な
場

合
に

は
、

「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

が
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

　
な

お
、

こ
れ

は
あ

く
ま

で
例

示
で

あ
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

か
ど

う
か

は
、

変
更

す
る

内
容

が
同

基
準

第
1
3
条

第
３

号
（
継

続
的

か
つ

計
画

的
な

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

）
か

ら
第

1
2
号

（
担

当
者

に
対

す
る

個
別

サ
ー

ビ
ス

計
画

の
提

出
依

頼
）
ま

で
の

一
連

の
業

務
を

行
う

必
要

性
の

高
い

変
更

で
あ

る
か

ど
う

か
に

よ
っ

て
軽

微
か

否
か

を
判

断
す

べ
き

も
の

で
あ

る
。
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４
　

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

軽
微

な
変

更
の

内
容

に
つ

い
て

（サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
）

　
基

準
の

解
釈

通
知

の
と

お
り

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

れ
ば

、
例

え
ば

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
の

開
催

な
ど

、
必

ず
し

も
実

施
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

も
の

で
は

な
い

。
　

し
か

し
な

が
ら

、
例

え
ば

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

が
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

へ
周

知
し

た
ほ

う
が

良
い

と
判

断
さ

れ
る

よ
う

な
場

合
な

ど
に

つ
い

て
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
を

開
催

す
る

こ
と

を
制

限
す

る
も

の
で

は
な

く
、

そ
の

開
催

に
あ

た
っ

て
は

、
基

準
の

解
釈

通
知

に
定

め
て

い
る

よ
う

に
、

や
む

を
得

な
い

理
由

が
あ

る
場

合
と

し
て

照
会

等
に

よ
り

意
見

を
求

め
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

。

サ
ー

ビ
ス

利
用

回
数

の
増

減
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
の

必
要

性

　
単

な
る

サ
ー

ビ
ス

利
用

回
数

の
増

減
（
同

一
事

業
所

に
お

け
る

週
１

回
程

度
の

サ
ー

ビ
ス

利
用

回
数

の
増

減
な

ど
）
に

つ
い

て
は

、
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

場
合

も
あ

る
も

の
と

考
え

ら
れ

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
開

催
な

ど
、

必
ず

し
も

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
で

は
な

い
。

　
し

か
し

な
が

ら
、

例
え

ば
、

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
が

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
へ

周
知

し
た

方
が

良
い

と
判

断
さ

れ
る

よ
う

な
場

合
な

ど
に

つ
い

て
、

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
を

開
催

す
る

こ
と

を
制

限
す

る
も

の
で

は
な

く
、

そ
の

開
催

に
あ

た
っ

て
は

、
基

準
の

解
釈

通
知

に
定

め
て

い
る

よ
う

に
、

や
む

を
得

な
い

理
由

が
あ

る
場

合
と

し
て

照
会

等
に

よ
り

意
見

を
求

め
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

。

 老
介

発
03

31
第

１
号

　
令

和
３

年
３

月
31

日
「居

宅
介

護
支

援
等

に
係

る
書

類
・事

務
手

続
き

や
業

務
負

担
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」よ
り

抜
粋

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

軽
微

な
変

更
に

関
す

る
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
全

事
業

所
招

集
の

必
要

性

　
ケ

ア
プ

ラ
ン

の
「
軽

微
な

変
更

」
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

れ
ば

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

の
開

催
な

ど
、

必
ず

し
も

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
で

は
な

い
。

　
た

だ
し

、
サ

ー
ビ

ス
担

当
者

会
議

を
開

催
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
必

ず
し

も
ケ

ア
プ

ラ
ン

に
関

わ
る

す
べ

て
の

事
業

所
を

招
集

す
る

必
要

は
な

く
、

基
準

の
解

釈
通

知
に

定
め

て
い

る
よ

う
に

、
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

場
合

と
し

て
照

会
等

に
よ

り
意

見
を

求
め

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
。

「
利

用
者

の
状

態
に

大
き

な
変

化
が

見
ら

れ
な

い
」
の

取
扱

い

　
「
利

用
者

の
状

態
に

大
き

な
変

化
が

見
ら

れ
な

い
」
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
ま

ず
は

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
踏

ま
え

、
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

間
（
担

当
者

間
）
の

合
意

が
前

提
で

あ
る

。
そ

の
上

で
具

体
的

に
は

、
「
介

護
サ

ー
ビ

ス
計

画
書

の
様

式
及

び
課

題
分

析
標

準
項

目
の

提
示

に
つ

い
て

」
（
平

成
1
1
年

1
1
月

1
2
日

老
企

第
2
9
号

）
の

「
課

題
分

析
標

準
項

目
（
別

添
）
」
等

の
う

ち
、

例
え

ば
、

　
・
　

「
健

康
状

態
及

び
心

身
の

状
況

（
身

長
、

体
重

、
B

M
I、

血
圧

、
既

往
歴

、
主

傷
病

、
症

状
、

痛
み

の
有

無
、

褥
そ

う
の

有
無

等
）
、

受
診

に
関

す
る

状
況

（
か

か
り

つ
け

医
・
か

か
り

つ
け

歯
科

医
の

有
無

、
そ

の
他

の
受

診
先

、
受

診
頻

度
、

受
診

方
法

、
受

診
時

の
同

行
者

の
有

無
等

）
、

服
薬

に
関

す
る

状
況

（
か

か
り

つ
け

薬
局

・
か

か
り

つ
け

薬
剤

師
の

有
無

、
処

方
薬

の
有

無
、

服
薬

し
て

い
る

薬
の

種
類

、
服

薬
の

実
施

状
況

等
）
、

自
身

の
健

康
に

対
す

る
理

解
や

意
識

の
状

況
」

　
・
　

「
Ａ

Ｄ
Ｌ

（
寝

返
り

、
起

き
上

が
り

、
座

位
保

持
、

立
位

保
持

、
立

ち
上

が
り

、
移

乗
、

移
動

方
法

（
杖

や
車

椅
子

の
利

用
有

無
等

を
含

む
）
、

歩
行

、
階

段
昇

降
、

食
事

、
整

容
、

更
衣

、
入

浴
、

ト
イ

レ
動

作
等

）
」

　
・
　

「
ＩＡ

D
L
（
調

理
、

掃
除

、
洗

濯
、

買
物

、
服

薬
管

理
、

金
銭

管
理

、
電

話
、

交
通

機
関

の
利

用
、

車
の

運
転

等
）
」

　
・
　

「
日

常
の

意
思

決
定

を
行

う
た

め
の

認
知

機
能

の
程

度
、

判
断

能
力

の
状

況
、

認
知

症
と

診
断

さ
れ

て
い

る
場

合
の

中
核

症
状

及
び

行
動

・
心

理
症

状
の

状
況

（
症

状
が

見
ら

れ
る

頻
度

や
状

況
、

背
景

に
な

り
う

る
要

因
等

）
」

　
・
　

「
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
理

解
の

状
況

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
表

出
の

状
況

（
視

覚
、

聴
覚

等
の

能
力

、
言

語
・
非

言
語

に
お

け
る

意
思

疎
通

）
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
機

器
・
方

法
等

（
対

面
以

外
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
ツ

ー
ル

（
電

話
、

P
C

、
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

）
も

含
む

）
」

　
・
　

「
１

日
及

び
１

週
間

の
生

活
リ

ズ
ム

・
過

ご
し

方
、

日
常

的
な

活
動

の
程

度
（
活

動
の

内
容

・
時

間
、

活
動

量
等

）
、

休
息

・
睡

眠
の

状
況

（
リ

ズ
ム

、
睡

眠
の

状
況

（
中

途
覚

醒
、

昼
夜

逆
転

等
）
等

）
」

　
・
　

「
排

泄
の

場
所

・
方

法
、

尿
・
便

意
の

有
無

、
失

禁
の

状
況

等
、

後
始

末
の

状
況

等
、

排
泄

リ
ズ

ム
（
日

中
・
夜

間
の

頻
度

、
タ

イ
ミ

ン
グ

等
）
、

排
泄

内
容

（
便

秘
や

下
痢

の
有

無
等

）
」

　
・
　

「
入

浴
や

整
容

の
状

況
、

皮
膚

や
爪

の
状

況
（
皮

膚
や

爪
の

清
潔

状
況

、
皮

膚
や

爪
の

異
常

の
有

無
等

）
、

寝
具

や
衣

類
の

状
況

（
汚

れ
の

有
無

、
交

換
頻

度
等

）
」

　
・
　

「
歯

の
状

態
（
歯

の
本

数
、

欠
損

し
て

い
る

歯
の

有
無

等
）
、

義
歯

の
状

況
（
義

歯
の

有
無

、
汚

れ
・
破

損
の

有
無

等
）
、

か
み

合
わ

せ
の

状
態

、
口

腔
内

の
状

態
（
歯

の
汚

れ
、

舌
苔

・
口

臭
の

有
無

、
口

腔
乾

燥
の

程
度

、
腫

れ
・
出

血
の

有
無

等
）
、

口
腔

ケ
ア

の
状

況
」

　
・
　

「
食

事
摂

取
の

状
況

（
食

形
態

、
食

事
回

数
、

食
事

の
内

容
、

食
事

量
、

栄
養

状
態

、
水

分
量

、
食

事
の

準
備

を
す

る
人

等
）
、

摂
食

嚥
下

機
能

の
状

態
、

必
要

な
食

事
の

量
（
栄

養
、

水
分

量
等

）
、

食
事

制
限

の
有

無
」

　
・
　

「
行

動
・
心

理
症

状
（
Ｂ

Ｐ
Ｓ

Ｄ
）
（
妄

想
、

誤
認

、
幻

覚
、

抑
う

つ
、

不
眠

、
不

安
、

攻
撃

的
行

動
、

不
穏

、
焦

燥
、

性
的

脱
抑

制
、

収
集

癖
、

叫
声

、
泣

き
叫

ぶ
、

無
気

力
等

）
」

等
を

総
合

的
に

勘
案

し
、

判
断

す
べ

き
も

の
で

あ
る

。



  《主治医の先生へのケアプラン送付のご案内》 

 

                                 年  月  日   

医療機関名        

住所                       事業所名             

医師名       先生             ケアマネ名       

TEL                       TEL          

FAX                       FAX           

 

平素より大変お世話になっております。 

先生にご高診いただいております        様（M・T・S   年  月 

日生まれ）のケアプランをお送り致します（本状含み  枚）。ご査収いただけ

ますようお願い申し上げます。 

以上今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

※ケアプラン送付の理由 

介護保険法においては、医療系サービスを利用する場合は、主治医の先生のご意見を求めな

ければケアプランに位置づけられない、利用できないとなっております。それに加え、平成

30 年 4 月の介護保険改正により、ご意見を求めた先生にケアプランを提出することがケア

マネジャーに義務づけられました。つきましては医療系のサービスを新たに利用希望され

る場合、また既に利用されている方が更新・区分変更等で先生にご意見を頂戴する場合には

都度、ケアプランをお送りする事となります。何卒ご了承いただけますようお願い申し上げ

ます。 

 

介護保険 法令根拠 

平成 30年 4月改正 （H30.1.26 社保審-介護給付費分科会資料より） 

【利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は利用者の同意を得て主治の医師

等の意見を求める事とされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプラン

を交付することが義務付けられた】 

 

                       【三島市介護支援専門員連絡協議会】 

 

受領サイン   年  月  日  医師サイン             

※大変恐縮ですが、受領の確認のためご署名の上、上記ファックス番号に本状をご返信いただけ

ますでしょうか。宜しくお願い申し上げます。 
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ケアマネジメント類型について（フロー図） 

ケアマネジメント A 

・訪問型サービス B 

・短期生活援助 

・一人暮らし高齢者等給食サービス 

・ふれあいさわやか回収 

を利用している 

予防給付 

予防給付サービス を利用している 

 

・介護予防通所リハビリテーション 

・介護予防訪問入浴介護 

・介護予防訪問リハビリテーション 

・介護予防訪問看護 

★介護予防居宅療養管理指導 

・介護予防福祉用具貸与 

★特定介護予防福祉用具購入費支給 

はい 

ケアマネジメント C 

はい いいえ、または★のサービスのみ 

★介護予防住宅改修費支給 

・介護予防短期入所生活介護 

・介護予防短期入所療養介護 

・介護予防特定施設入居者生活介護 

・介護予防小規模多機能型居宅介護 

・介護予防認知症対応型通所介護 

・介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

いいえ 

・総合事業訪問介護 

・訪問型サービス A 

・総合事業通所介護 

を利用している 
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